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競輪の補助金を受けて実施 したものである
ooこ の事業は







序

デ ー タベ ー ス は、わが 国 の情報化 の進展 上、重要 な役 割 を果 たす もの と期待 され で いる。

今後 、デー タベ ー ス の普及 に よ り、わが国 におい て健 全 な行 動情 報化 社 会 の形 成 が期待 さ

れ る。さ らに海外 に対 して提供 可能 なデー タベ ースの整備 は、国際 的 な情 報化 へ の貢 献 お

よび 自由 な情報 流 通 の確 保 の観 点か らも必 要 であ る。しか しなが ら、現 在 わ が 国で流 通 し

てい るデ ー タベ ース の 中で わが国独 自の ものは1/3に す ぎないの が現 状 で あ り、わが 国

デー タベ ースサ ー ビス ひいて はバ ランス ある情 報産業 の健全 な発展 を図 るた め には、わが

国独 自の デ ー タベ ース の構 築 お よび デー タベ ー ス関連技 術 の研 究 開発 を 強力 に推 進 し、

デー タベ ース の拡 充 を図 る必 要 があ る。

この よ うな要請 に応 え るため 、(財)デ ー タベ ース振 興 セ ンターで は 日本 自転 車振 興会

か ら機 械工 業 振興 資 金 の交 付 を受 けて、デ ータベー スの構 築 お よび技術 開発 につ いて民 間

企 業 、団体 等 に対 して 委託 事 業 を実施 してい る。委託事 業 の内 容 は、社 会 的、経 済 的 、国

際 的 に重 要 で、また地 域 お よび産業 の発展 の促 進 に寄与 す る と考 え られ てい る デー タベ ー

ス の構築 とデ ー タベ ー ス作成 の効 率 化、 流通 の促 進 に寄 与す る と考 え られ て い る デー タ

ベ ースの構 築 とデ ー タベ ー ス作 成 の効率化 、流通 の促 進 、利 用 の 円滑化 ・容 易化 な どに関

係 した ソ フ トウ ェア技術 ・ハ ー ドウェア技術 で あ る。

本事 業 の推 進 に当 た って、当財 団 に学識 経験 者の方 々で構 成 され るデ ー タベ ース構 築 ・

技 術 開発 促 進委 員 会(委 員 長 前 山梨学 院大 学教授 蓼 沼 良一氏)を 設置 して い る。

この 「法 的 デ ー タベ ース にお け る多分 野 デー タベ ースの 統合 一体 的管 理 とオ フ ・オ ン ラ

イ ンの融合 化 に関す る調 査 、研 究」は平成7年 度 のデ ー タベ ース の構 築促 進 お よび技 術 開

発促 進事 業 と して、当財 団が株 式会社 日本法律 情報 セ ン ター に対 して委 託実 施 した課題 の

一 つ であ る
。この成 果 が 、デ ー タベ ース に興 味 をお持 ちの方 々や諸 分 野 の皆様 方 のお役 に

立 て ば幸 いで あ る。

なお、平 成7年 度 デ ー タベ ースの構 築促 進 お よび技術 開発促 進事 業 で 実施 した課 題 は次

の とお りで あ る。

平成8年3月

財 団法 人 デー タベ ース振 興 セ ンター



平成7年 度 データベース構築 ・技術開発促進委託課題一覧

分 野 課 題 名 委 託 先

1法 的 データベースにおけ る多分 野デー タベースの統 (株)日 本法律情報センター

合一体的管理 とオ フ ・オ ンラインの融合化に関する

社 会 調査、研究

2新 聞記事分類キーワー ドの標準モデル構築と自動付 (株)エ レ ク トロ ニ ッ ク ・

与に関する調査研究 ライブラ リー

3パ ソ コンを用 いた地図デー タベ ースの基礎構 築 (有)朝 日デー タサ ー ビス

4景 観 シ ミュ レーシ ョン用樹 木の デー タベ ース構 築 (株)ス トゥデ ィオサ カイ

5包 装機械データベースの構築 (社)日 本包装機械工業会

6新 規事業創出支援のためのデータベース構築に向け (株)日 本 インテ リジェ ン ト

中 小 企 業 振 興
地 域 活 性 化

た基礎調査 トラ ス ト

7高 効率化先 進材料 ファク トデータベ ースのパ ッケー (財)次 世代金属 ・複合材料

ジ化 研究開発協会

8阪 神 ・淡路大震 災の情 報 デジタル ・アーカイブ 神戸 マルチ メデ ィア ・イ ンター

ネッ ト協議会

9Mosaicの 利用 によるマ ルチ メデ ィアデ ータベース検 日本電子開発(株)

索 システムの構築

10大 規模データベースにおける構造化情報抽出方式の (株)日 本総合研究所

技 術
調査

11モ ーパ イルデー タベ ースシステム に関する調査研究 (株)イ フ ・ア ドバ タイジング

12情 報収集 ロボ ッ トによるIntemetで のWWW所 在検 口外 アソシエ ー ツ(株)

索デー タベ ースの構築

13イ ンハ ウス データベ ース用CGI作 成 の調査研 究 日本電子計算(株)
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1.試 験 研 究 の概 要

1.1目 的

近時の社会 の複雑化 に ともな う法的紛争の増加 によ り、わが国 もい よい よ訴訟社 会

への移行の兆 しを見せ は じめ る とともに、法 的デー タベ ー スの需要 も飛 躍的 に増加 し

てい る。

ところでわが国の場合 、法的デー タベ ースは、従来 、判例関係 のデー タベー スの構

築、利 用に限定 され て いた。 しか し、判例 だけ単体 の利 用 では法的デー タベース と し

ては限界 があ り、 さま ざまな場 面で生起す る法的紛争 を適切 に解決す るた めには、不

十分 といわ ざるをえない。

す なわ ち、真 の法 的デー タベース として、その高度利 用 を図るためには、判例 に と

どま らず 、法令デー タや判例 の コメン ト・解説等(以 下 「コメン ト」 とい う。)も 法

的デー タベー スの内容 とす る とともに、デー タの構造 ・整 理、 キー ワー ド等が一つ の

ソフ トの下 に統合化 され 、一体 と して利 用で きるこ とが不可欠であ ると思 われ る。

また、世界的 に も、わが国の場合 も、まず オ ンライ ンが あ り、CD-ROM等 のオ

フライ ンデー タベ ース はこれ とは別の道 をた どって きた。両者が融合化 され 、一体 的 ・

立体的に運 用 され るこ とはなかった とい うのが実情 の よ うで ある。

現今 の ソフ ト・ハー ド技術や 専用 回線網等の 目ざま しい発達 は、オン ライ ン、オ フ

ライ ンの両者 の長 所 を取 り込み、両者 の短 所 をカバー した新 しい技術 の開発 やそれ ら

の技術 の実用化 を可能 にす るもの と思われ る。 そ こで今 回、法的デー タベ ースで あ る

リーガルベ ース を基 と して、実用的視 点 を踏 ま えて、両者 の融合化 の調査 、研 究 を し

よ うとした ものであ る。

1.2実 施体制

1.2.1委 員会 の設置

本調査研 究 では、法 律の実務家 を中心 と した 「法的デー タベースの多分野化 ・融合

化検討委員会(以 下 「委員会」 とい う。)」 を組織 し、実務家 の観点か ら、法的デ ー

タベースの あ り方 につ いて検討 を加 えた。 そ して、 ワー キンググループ が、その討議

の結果 を受 けて具体的 な調査 、研 究作業 に従事 した。

1
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長員委

員委

2委 員会の構成

田代則春(弁 護 士 ・(株)日 本法律情報セ ンター所長 ・ケ ンシン トン大学

客員教授)

天野武一(当 社最 高顧 問 ・弁護 士 ・元最高裁判所判事)

藤 島 昭(弁 護 士 ・前最高裁判所判事)

宮崎富雄(弁 護 士 ・元地方裁判所所長)

鳥飼公雄(弁 護 士)

諸永芳春(弁 護士)

菅本 進(当 社取締役 ・元 産業経 済新 聞社副社長)

2



2.多 分 野 デ ー タ ベ ー ス の 統 合 一 体 的 管 理

2.1は じめに

わが国で は、法的デ ー タベ ースは判例デー タベー スを中心に発 達 して きた。 しか し、

それ以外 に も、法的判 断を加 えるた めには、コメン トや法令 を参照す るこ とも必要不

可欠 である。

そ こで、今 回、判例デー タベースに加 え、コメン トのデー タベース を完成 させ ると

ともに、未構築の法令デー タベース を構築す ることとした。

また、真 の法的デー タベース としてその高度利用 を図 るた めに、これ らのデータベ

ース につ き、それぞれ の関係 を検討す るとともに、統合一体 的運用 につ いて調査 、研

究 を加 え ることと した。

2.2判 例デー タベ ースにつ いて

前述 した よ うに、わが国では、法的デー タベース の分野 では判例 のデー タベース の

構築が先行 した。これ は、判例が実務 の分野 で重要 な位 置 を占めるか らにほか な らな

い 。

た とえば 、実際 に裁判 を行 う裁判官は、具体的 な法的紛争 に関 し、いわば判例 を作

り出す 立場 にあ るが、その過程 にお いて、同種事案 の先例 で ある判例 を検討 して判 断

を下す。また、弁護士 は、同種事案 の先例 を基 に裁判所 の判 断を予測 して、依頼者 に

最 も有利 にな るよ うに主張 を構成 、展 開す る。 さらに、企 業の法務 担 当者 についてい

えば、 日常 の業務 に関 し、同種事案 の先例 を参考 に して、法 的紛争 が発 生す るのを未

然 に防止 し、 またす でに発生 した紛争 については先例 を参考に対策 を講 じる。

このよ うに、法的判 断を下す に際 し、判例 の果 たす役割 は大 きいが、その検索 は、

従来、何百冊 もある判例集 を、索引等 をたよ りに一冊ずつ参照 し、膨大 な時 間 と労力

をかけて、いわば手作業 で行 ってきた。それ でも、判例集 には、言 い渡 し年月 日や参

照条文 に基づ く索引は存在 した ものの、キー ワー ドに よる索 引が存在 しなか った こと

もあ り、つね に 「漏れ 」の問題 か ら逃れ るこ とがで きなか った。その意味で、パ ソコ

ンを利用す る法的デー タベ ースの分野 で、判例 デー タベ ースが先行 したの も当然 とい

えるものが ある。

3



当社 でも、まず判例 のデー タベ ース の構築 か ら着手 し、わが国初 のCD-ROMに

よる判例デー タベース 「リー ガルベ ース」 を平成元年4月 に完成 させた。そ して、そ

の後数 次の改訂 を経て、平成8年1月 には 「リーガルベー ス 第11版 」の提供 を開

始 した。

「リーガルベース 第11版 」 の収録 範囲お よび検索項 目は以下 の とお りである。

収録範 囲:最 高裁判所発足以来 の、全分野 、全審級の判例

収録件数:91,356件

検索項 目:任 意語

法令条文

実務分野

裁判 日付

裁判所

事件番号

当事者名

裁判官名

弁護士名

出 典

(フ リー キー ワー ド)

(判例 に付 け られ てい る参照条文 の法令名お よび

その条数 か ら検索す る項 目)

(判例 を、あ らか じめ実務的 な観点 か ら分類 した

項 目に従 って分類 した もの)

例.会 社法 関係 、不動産取 引関係 、市民生活 関

係 、保 険関係 、教育 関係 、刑事 関係 な ど

(裁判の言い渡 し日で検索す る項 目)

(言い渡 した裁判所名 で検索す る項 目)

(事件毎 に裁判所が付 した符号お よび番号で検 索

す る項 目)

(原告 、被告 の名前で検索す る項 目)

(関与 した裁判官の名 前で検索す る項 目)

(関与 した弁護士の名 前で検索す る項 目)

(判例 が収録 されてい る判例集名 で検 索す る項

目)

2.3コ メン トデー タベ ース につ いて

コメン トとは、判例 タイ ムズ、判 例 時報、金融 ・商事判例等 のいわ ゆる判例雑誌 と

呼 ばれ る民間の判例集 にお いて、各掲載判例 の最初に付 されてい る判例 の解 説部分 を

指す(次 頁参照)。

この コメン トには、 当該判例 の基 になった事件 の概要 ・経過 、裁 判が上訴 審であれ

ば、それ までの裁判 の経過お よび下級審 の判 断内容 、裁判で問題 になった争 点 ・論点

4
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の
原

則

に
反

す

る
と
主

張

し
、
そ

の
理
由

と
し

て
、

ま
ず

、
本
件

換
地

処
分

で
は
地
積

式

が
用

い
ら

れ
、
整

理
前

の
路
線
価

を
も

っ
て
整

理

後

の
土

地
評
価

を

し
た

の
は
違

法

で
あ

る
と
主

張

し
た
。

土
地

区
画

整

理

に
お
け

る
換
地

設
計

と

そ

の
前

提

と
な

る
土

地
評
価

は
、

従
前

地

と
換
地

が
法

八
九
条

に
定

め
る
照

応

の
原

則

に
適

う
換

地
指

定
を

行
う

た
め

、
公
平

か

つ
均

衡

に
な

さ
れ

る
必
要

が
あ

り
、

一

方

で
広

汎

な
施
行

地
区

内

の
多
数

の
土

地

に

つ
き

比

較
的
短

期
間

に
換

地
処

分
を

行

う

要

請

か

ら

迅

速

な

手

続

が
求

め

ら

れ

る
。
換

地

計
画

の
方
法

に

つ
い
て
は
、

法

は
具
体

的

定

め
を
し

て

い
な

い
が
、
各

事

業
毎

に
換

地
設

計
基

準

が
作
成

さ
れ

て
お

り
、

対
象

と
な

る
施

行
地

区

の
土
地

の
実

情

に
応
じ

て
、

地
積

式

(
土
地

の
面
積
を
基

本

に
換
地
す
る
方
式
)
、
評

価
式

(従
前
地

の

土
地
評
価

を
基
本

に
整
理
後

の
総

土
地
評
価

に
比
例
配
分
す

る
方
式
)
、
折

衷
式

が
採

用

さ
れ

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

本

判
決

は
、

本
件

換
地

処
分

で
地
積

式

を
基
本

と
し
な

が
ら
従

前

地
を

原
位

置

に

指

定

し

た
と
想
定

し

た
価
格

と
現
実

の
換

地

の
評
価

価
格

と

が
適
合
す

る
よ
う

に
修

正
す

る
換

地
計

画
基

準

が
採
用

さ
れ

た

こ

と

に

つ

い
て
、

対
象

区
域

の
特
質

な

ど

に

鑑

み
、

施

行
者

で
あ

る
Y

の
合

理
的
裁

量

権

の
範

囲

に
属

す

る
と
し

て
、

X

の
主

張

す

る
違

法

は
な

い
と
し

た
。

次

に
、

X

は
、
本

件
換

地
処

分

で
従

前

地
七
筆

と
換

地
四

筆

の
照
応
関

係

を
認

め

た

の
は
不
当

で
あ

る
と
主

張

し
た

が
、

土

地

改
良

法
五

三
条

一
項

二
号

に
定

め

る
照

応

関
係

(法

八
九
条

と
ほ
ぼ
同
要
件
)

に

つ

い
て
従
前

の
土
地

全
体

と
換

地
全

体

と
を

総

合
的

に

み
て
そ

の
間

に
認

め
ら

れ
れ

ば

足

り

る

こ
と

は
最
高

裁

判

所
判

例

(昭
和

六
三
年

一
一
月

一
七
日
第

一
小
法

廷
、
裁
集

民

一
五
五
号

二
二
九
頁
、
本
誌

六
八
五
号

一

二
〇
頁
)
の
判
示
す

る

と

こ
ろ

で
あ

り
、
本

件

判
決
も

右
最

判

に
従

っ
て

X

の
主

張
を

排

斥
し

た
。

ま

た
、

X

は
、
本
件

土
地

区

画
整

理

の

評

価
員
を

し

て

い
た
近
隣

の
土

地
所
有

者

に
対
し

な
さ

れ
た
換

地
処

分

と
比
較

し

て

本

件
換

地
処

分
が
著

し
く
不

公
平

で
あ

る

と
主
張

し

た
が
、
本

件
判

決

は
、
両

者

の

従

前

地
と
換

地

の
位
置
、

形

状
、
利

用

状

況
等

を
具
体

的

に
比
較

し

た
場
合

、
著

し

い
不

公
平

は
な

く
、

照
応

の
原
則

に
反
す

る
も

の
で
は
な

い
と

し

た
。

換

地
処

分

に

つ
い
て
、

照
応

の
原

則
違

反

が
問

題

と
な

っ
た
事

例

は
多

い

(違

反

し
な

い
と
さ
れ
た
事
例

と
し
て
、
福

岡
高

判

昭
46

・
2

・
17

(行
集

二
二
巻

一
・
二
号
六
八

頁
)
、
福
岡
高
判
昭

49

・
3

・
28

(本
誌
三
〇

九
号

二
九

}
頁
、
判
時
七
五
〇
号

四

一
頁
)
、

大
阪
地
判
昭
58

・
2

・
2

(行
集
三
四
巻
二
号

二
七
六
頁
)
、
同
控
訴
審
大
阪
高

判
昭
59
・7
・

19

(行
集

三
五
巻
七
号
九
五
九
頁
)
名
古
屋
地

判
昭
61

・
H

・
28

(本

誌
六
三
八
号

一
四

四

頁
)
、
仙
台
高
判
平
5

・
2

・
17

(判
自

一
二

二
号
四
三
頁
)
、
前
橋
地
裁
判
平
5

・
4

・
16

(判
自

一
二
二
号
四
八
頁
)
、
違
反
す

る
と
し

た
事
例
と
し
て
、
前
掲
福
岡
高
判
昭
46

・
2
・

17
の
原
審
長
崎
地
判
昭
43

・
4

・
30

(行
楽

一

九
巻
四
号
八
二
三
頁
)
、
東
京
地
判
昭
57
・
10
・

21

(本

誌

四
九

八
号

一
九
五

頁

な
ど

が
あ

る
。
)
が
、

法

八
九
条

の
趣
旨

、
要
件

に
照

ら

し
個
別

、
具

体
的

に
判
断

さ

れ
な
け

れ

ば

な
ら
ず

、
本

件

は

一
つ
の
事
例

と
し

て

参

考

と

な

る

と
思

わ

れ

る

の

で
紹

介

す

る
。な

お
、

照
応

の
原
則

に
関

す

る
判
例

の

概
観

に

つ
い
て
は
、

最
高
裁

判
所
事

務
総

局

・
行
政

裁
判

資
料
第

六
三

号

:
王
要
行

政
裁

判
例

概
観

5
三
〇

六
頁

が
参
考

に
な

り
、

参
考

文
献

と
し

て
は
、

下
出
義

明

・

換

地

処
分

の
研
究

、
大
場

民

男

・
縦
横

土

地
区

画
整

理
法
、

別
冊

ジ

ュ
リ

「
土

地
収

用
判

例
百

選
」

な
ど

が
あ
る
。

控

訴

人

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

被

控

訴

人

右

代

表

者

市

長

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

右

指

定

代

理

人

山 宗 平 広 高 河

崎 政 岡 村 原島

美 是 寅

剛 三 敬 市 蕎 次

例 タ イ ム ス ハ「o.879(1gg5.8.r5}

 

、
外

五
名

主

文

一

本

件
控

訴
を

棄
却
す

る
。

二

控

訴

費

用

は
控

訴

人

の
負

担

と

す

る
。

事

実

第

一

当

事
者

の
求

め
た
裁

判

一

控

訴

人

1

原
判

決
を

取
り

消
す
。

2

被
控

訴
人

が
控
訴

人

に
対
し
昭

和

六

〇
年

一
月

二
五

日
付

で
し

た
、

原
判
決

添

付
別

紙

処
分
目

録

一
の

「
従
前

の
土
地
」

欄

記
載

の
土
地

に
対
す

る
換

地

と
し

て
、
同
「
換

拓1

地
」

欄
記

載

の
土

地
を
指

定
し

た
処
分

及

び

判例 タイムズ第879号 よ り][株式会社 判例タイムズ社発行
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同種 の判例 お よびその内容 、学説 、判例評釈 ・参考文献等が コンパ ク トにま とめて掲

載 されている。

判例のなか には、数十万字 にもお よぶ長大 な ものが あ り、そ の内容 を理解 しよ うと

すれ ば膨大 な時間 を要す るこ とにな るもの もあ るが、それ らの判例 で もコメン トを読

む ことによ りごく短時間で内容 を把握す るこ とがで きる。

また、通常 の判例 を参照す る際 に も、 コメン トを読 めば判例 の内容 を的確 に理解す

るこ とができ、 さらにコメン ト中に記載 され てい る関連判例 を参照す る ことによ り、

当該判例の位 置づけを知 る こともで きる。

この よ うに、 コメ ン トは、多忙 な 中でた くさんの判例 を参照 し、法 的問題 をすみや

か に解決 しなけれ ばな らない実務家 に とって、必要不可欠な もの とい える。

そ こで、当社 では、株式会社判例 タイ ムズ社 との共 同開発 によ り、 「判例 タイムズ」

掲載 の コメ ン トのデー タベー スの構築 に着 手 し、本調査研究 の期 間中であ る平成7年

7.月に第1版 を提供 し、 さらに、平成8年1月 には第2版 の提供 を開始 した。

「リーガルベー ス 判例 コメン ト版 第2版 」の収録範囲は、以下の とお りであ る。

収録範 囲:判 例 タイ ムズ300号 ～881号 掲載 の コメ ン ト

収録件 数:13,782件

2.4法 令デー タベースについて

法的紛争の解決 手段 の中心で ある裁判 は、具体 的な事実 に法 を適用 して行 われ る。

したが って、実務家 に とり、適用す べ き法 を選択 し、その内容 を解釈 した うえで事

実 に適用 して結論を導き出す とい う作業 は、その思考の中心をなす もの とい える。

とす れば、法令 に関 し、その存在 ない し内容 を正 しく理解す るこ とは、適切 な結論

を得 るための必須 の前提 になる。

ところで、われ われ が法令 の内容 を知 ろ うとす る場合 、書店 等で市販 され てい るい

わゆ る 「六法全書」を利用 す る。 しか し、 「全 書」 といい なが ら、 これ らの法令集 が

収録 す る法令 の数 は約900件 であ り、 これ は現在 わが国で適用 され てい る憲法 、法

律 、政令、勅令全3481件(平 成7年9月30日 現在)の うちの一部 を収録 した も

のにす ぎない。この点、法令の内容 を網羅 した法令集 として加 除式の法令集 があ るが、

これ らは全体 で100冊 を超 える膨 大な ものであ り、簡 易 ・迅 速 に法令 を検 索す るこ

とができない。 またその価格 も初 回が約20万 円、以後加 除代 として年 間約15万 円
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前後 と、安価 とは言 いがたい。 しか も加 除代は毎年 かか るもので あ り、その分の負担

も無視 できない。

これ に対 し、デー タベー スの分 野では、オ ンライ ンの法令デ ータベ ースが提供 され

てい るが、その うち、 中央行政官庁 の法令デー タベース は、地方官庁や裁判 所で利用

す ることはで きない。 一方、NIFTY-ServeやPC-VAN等 の民間のネ ッ

トワー クを通 じて提供 されてい る ものは、時 間従料 制で 、時間あた りの単価 も1分 間

250円 か ら300円 と高 く、必ず しも、十分に活用 でき るもの とはい えない。

さ らに、オ フライ ンの法令 デー タベー ス として、電子 ブ ック版 の法令デー タベ ース

が市販 されてい るが、 これ は収録 法令数が約400件 と少 な く、立法作業や法律 実務

に耐 え うるもの とはい えない。

ところで、法令 は、毎 日あるいは毎週 とい う短 いサイ クル で内容 が改 め られ る もの

ではな く、あ る程度 の期 間、デー タの内容 が更新 され るこ とな く継続す る ものであ る。

そ の意味 で、オ フライ ンのデー タベー スにな じむ もの とい える。

そ して、近 時、 これ まで 中央行 政官庁 で使用 ざれ ていた、総務庁保有 の法令デー タ

を収録 したMTが 、社 団法人行 政情報 システム研 究所 を通 じて民間に開放 された。 そ

こで、 当社 では、法令 デー タベ ースの重要性 を考慮 し、法的デ ータベ ースの一環 をな

す もの と して、CD-ROMに よる法令 デー タベースの構築 に着 手す ることと した。

(1)想 定 され るユーザー につ いて

この法令デー タベー スは、次の よ うなユーザー に利用 され るもの と思 われ る。

〔法人〕裁判所 一 〔個人〕裁判官

検察庁 検察官

警 察 警察官

弁護 士事務 所 弁護 士

地方官庁 学者

大学 ・図書館 司法修 習生

企業法務部 等 弁理 士

税理 士 等
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(2)想 定 される利用方法

①裁判、検察、弁護 とい う法律実務で条文を参照する

②地方 自治体が条例案 を作成する場合に、上位の法である法律や政令に抵触 しな

いかどうかを調査する

③民間企業が新規事業に参入す る場合に、関係法令や政府の規制に どのようなも

のがあるかを確認する

④学者が自己の研究をおこな う際に参照する 等

2.4.1開 発 の際の留意点

(1)デ ー タの正確性 の確保

法令は、政治 、行政 、裁判 の分 野に とどま らず 、法治 国家 では、我 々の生活全体

の大本 になるものであ る。 したが って、データに誤 りがあれ ばその影響 は大 きい。

そ こで、まずデータの正確 な再現 を心がけ ることと した。

(2)本 デー タベース の利用者 は、上記の よ うにコン ピュー タの専門家 以外の人が 中

心 にな る と思 われ る。 そ こで 、ユ ーザー の使 い勝 手の よい検 索 ソフ トを設計 ・開

発 するこ とに留意 した。

(3)デ ータベー ス提供後 、迅速 にバー ジ ョンア ップがで きるよ うに、新規 デー タを

社 内で編集 ・登録等 がで きるよ うなシステ ムを構 築す るこ とと した。

2.4.2検 索デー タの作成

(1)法 令デ ータの作成

今 回開発す る法令デー タベースの基 になるデー タは、(社)行 政情報 システ ム研 究

所提供 の ものであ るが、 このデー タはJISコ ー ドで入 力 してあ るため、 これ を新J

ISコ ー ドに変換す る必要 があった。 ところが、基デ ー タの 中に仕様外 の コー ドが存

在 したため、変換 プログラムが正 常 に機能せず 、 「文字化 け」 を生 じた。 そ こで、行

政情報 システ ム研 究所 に、当該 コー ドの意味 を問い合 わせ 、変換 コー ドの対応表 を追

加 す ることに よ り、3回 目で成功 した。
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■デー タ変換仕様(外 字 の変換)

旧コー ド 新外字 コー ド 新新 フォ ン ト(次 回) 仕 様 ・フ ォ ン ト

き

郷
㎜
鴛

鴛

㎜
き

麗

惣

㌶

惣

㎜
㎜
惣

鴛

鴛

81AC

82A9

837A8345

8343

82C682C7

82DD82C882C6

83438393

81AC

41

42

43

44

45

46

47

48

49

仏

狙

㏄

④

姻

姪

50

51

52

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

皿

瑠

随

撚

m

撚

㎜

皿

皿

ぽ

四

皿

皿

皿

㎜

皿

皿

斑

執

牡

牡

姶

牡

姶

牡

組

姶

執

姶

姶

牡

姶

執

牡

牡

輪

9

か

ホウ

イ

とど

みなと

イン

横書き開始

横書き終了

上

下

ル ビ(ふ りがな)

上つき、下つき、ル ビ等の終了

繰返 し

改行

タブ(印 刷位置指定)

分岐

分岐よ り正常に戻る

合成

合成終了

表の開始

表の終了

右

左

式の開始



旧コー ド 新外字 コー ド 新新 フォ ン ト(次 回)仕 様 ・フォ ン ト

欝

鴛

㌶

麗

隠

隠

霊

鴛

き

霊

棚
麗

麗

麗

㌫

㎜
㎜
震

㎜
驚

㎜
麗

㎜
欝

㎜
㎜
㎜
㎜
き

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
霊

#A136

#A137

#A138

#A139

#A13A

#A13B

#A13D

#A141

#A147

#A153

#A341

#A342

#A343

#A344

#A345

#A346

#A347

#A348

#A349

#A34A

#A34B

#A34C

#A34D

#A34E

#A34F

#A350

10

式の終了

図の替わり

別表のタグ

別表のタグ

空欄(タ グ)

～か ら～まで

空欄(タ グ)

以下半角文字

以下漢字

データの終わ り

空白

－l

l－

法令名

法令番号

施行年月 日

最終改正年月 日

空欄(タ グ)

制定文

目次

本則中の編名

本則中の章名

本則中の節名

本則中の款名

本則中の目名

外部条見出し

条名

項番号

号番号



旧コー ド 新外 字 コー ド 新新 フォン ト(次 回)仕 様 ・フォン ト

麗

麗

麗

麗

麗

麗

麗

麗

麗

麗

㎜
篇

欝

㌫

麗

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
き

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㌶

隠

㎜
㎜
㎜

㌶

鶏

㌶

綱
㌶

籔

襯
籔

緬
㌶

棚
㌶

蹴
㌶

㌶

棚
籔

棚
11

ただ し書

附則

別表

別記

附録

内部条 見出 し

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

附則 別表

法令名(法 令番 号が法令名 のもの)

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

目次 中の前文

空欄(タ グ)

目次 中の編名

目次 中の草名

目次 中の節名

目次 中の款名

目次 中の 目名

目次中の見 出 し

目次中の条名

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

目次 中の附則

空欄(タ グ)



旧 コー ド 新外字 コー ド 新新 フォ ン ト(次 回)仕 様 ・フォン ト

胴

踊

粥

謂

諏

⑰

皿

鑑

捌

螂

棚

拠

概

捌

螂

捌

鑑

錨

捌

娚

細

柵

螂

姐

姐

輪

螂

楊

楊

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

⑮

紐

密

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

舳

田

㏄

㎝

肥

卯

旬

M

品

品

M

莇

舶

品

品

賠

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

鋼

鵠

粥

謂

粥

㎜

鑑

鑑

捌

螂

螂

蝋

棚

⑳

郷

捌

鑑

鰯

蜥

魏

鎚

柵

郷

姐

錨

輪

螂

娚

娚

姶

祖

姶

牡

払

執

鮎

組

姶

執

祖

払

姶

牡

牡

姶

姶

姶

執

輪

組

輪

組

組

姶

姶

組

ぬ

姶
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事項区分 ・編

空欄(タ グ)

空欄(タ グ)

事項区分 ・章

空欄(タ グ)

事項区分 ・節

事項区分 ・法令名

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ



旧 コー ド 新外字 コー ド 新新 フォン ト(次 回)仕 様 ・フォ ン ト

雲

霞

麗

麗

㌻

欝

鴛

欝

欝

霊

棚
楓
熟

熟

螂
嘉

㎜
霊

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
譲

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
霊

籔

㌶

㌶

㌶

㌶

㌶

綱
㌶

㌶

棚
籔

…
⊇
㌶

糎
蹴
㌶

棚
13

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

グ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

タ

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

安

安

安

安

表

義

義

表

表

表

表

安

安

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

安

安

安

泰

表

表

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別



旧コー ド 新外字 コー ド 新新 フォン ト(次 回)仕 様 ・フォン ト

58

田

認

駆

60

61

62

64

66

68

69

口

㏄

㏄

Φ

㏄

72

73

25

28

46

47

62

28

認

34

35

21

22

品

品

莇

品

莇

品

品

品

品

品

舶

莇

品

品

莇

品

品

莇

品

蛤

品

品

腿

皿

舶

皿

皿

蛆

腿

7

8

9

A

B

C

D

E

F

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

O

1

2

3

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

E

E

E

E

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

棚

蹴

瑚

齪

醐

皿

鵬

脳

品

品

㎜

皿

皿

蹴

励

梛

顕

路

執

姶

牡

姶

牡

姶

姶

ぬ

鮎

姶

姶

輪

執

牡

姶

姶

姶

執

14

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

別表のタグ

〃

((

))

o

△

Σ

ル ー ト

ア ツパ ー バ ー

I

II



旧 コー ド 新 外 字 コー ド 新 新 フォ ン ト(次 回)仕 様 ・フォ ン ト

23

24

25

26

27

28

29

払

頒

41

42

43

44

45

46

47

48

狙

姪

53

飽

飽

旭

飽

飽

旭

腿

飽

旭

蛆

腿

昼

飽

飽

旭

旭

旭

皿

腿

拙

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜

I

I

I

I

.-

I

V

I

I

I

X

V

i

i

v

I

I

V

V

V

V

I

X

X

i

i

i

i

.-

・-

・
-

・
-

・1

・
1

・-

V

V

V

V

X

X

V

・
l

X

X

15



(2)参 照条文データ

法令 の中には、同種 の規制が異な る法令 にわた っていた り、条文の内容 が他 の条文

に引用 されてい るものがあ る。 そ こで、 これ らの もの にっいては、法令 を検索 した際

に、その同種の法令や 、引用法令 を参照で きれ ば便宜で ある。そ こで、頻繁 に利用 さ

れ る と思われ る主要法令45件 について、そのた めの 「参照条文」 のデー タを作成 し

た。

2.4.3検 索プ ログラムの開発

(1)検 索機 能

【一覧表検索方式】

法令 の検索 は、使 い易 さを考慮 し、法令 の一 覧表 か ら法令名 を選択 して表示す る方

式 を採用 した。法令の一覧表の表示方法 は複数 用意 し、ユーザーがその 中か ら最 も適

当な方法 を選択 して一覧 を表示 させ る。一覧表 の表示方法は以下の とお りである。

① 法令名50音 順一覧

法令名 を50音 順 に並べて表示す る。

② 法令名JISコ ー ド順一 覧

法令名 をJISコ ー ド順に並べて表示す る。

③法令番号順 一覧

法令 が制定 された際 に付 された番号の順 に表示す る。

例.地 方 自治法(昭 和22年 法律第67号)

民事訴訟 法(明 治23年 法律第29号)

④法令公布年 月 日順 一覧

成 立 した法令が公布 された 日の順 に表示す る。

⑤法令施行 年月 日順 一覧

法令 が効力 を生 じた 日の順に表示す る。

⑥任意語検 索一覧

ユーザーが指定 した任意語(フ リーキー ワー ド)で 、法令名 、条文全文 を検 索 し、

該 当す る法令 の法令名 を表示す る。

任意語 の検索 は、株式会社 言語 工学研究所 の全文検索 システム 「俊司」を利 用 し、

法令名や条文 中で使用 されてい る任意 の言葉 で検 索で きるよ うに した。 この全文

16



一
検索 システムを採 用 したのは、法令条文 に人 間がキー ワー ドを付与す るのは著 し

く困難 である こと、キー ワー ド付与のば らつ きによる検 索漏 れ を防止す る必要が

あ ることとい う理 由に よる。

また、同義語検 索機能 に よ り、指定 した任意語 とともに、同義語 で も検 索できる

よ うに した。

例.コ ン ピュー タ → 電子 計算機 、電算機 、計算機、電脳 ……

また、 これ らの条件 に加 えて、次の条件 で一覧表 を絞 りこむ ことができる。

⑦法令 の種別

上記 の条件 で表 示 した法令 を、 「憲法」 「法律」 「政令」 「勅令」 とい う法令 の

種別 で絞 りこむ。

例.法 律 の50音 順 の一覧表

政令 の法令番 号順 の一覧表

⑧法分野別

法令 の一覧表 を法令 の分野 で絞 りこむ。

例.行 政法分野の法令 の50音 順 の一覧表

国際法分 野の法令 の公布年月 日順 の一覧表

一覧表 は、ス クロール して表示 させ る他、各一覧表 に応 じた 「ジャンプ」機能 を設

け、参照 したい法令名 の ところに移 動で きるよ うに した。

例.JIS順 一覧表 での指 定漢字 ジャンプ

50音 順 一覧表 での先頭 よみ1文 字 ジャンプ

公布年 月 日順 一覧表 での年月 日ジャンプ

条文 内容 の参照 は、一覧表か ら、表示 したい法令名 を選択 してお こな う。

【法令条文検索方式 】

法令名 また は、法令名 と条文 を直接指 定 して検索す る方式

条文まで指定 した場合 、条文 の表示 は、その指 定 した部分 が表 示 され る。 ただ し、

スク ロールす るこ とに よ り、 当該 法令 の全部分 を参照す ることがで きる。
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(2)そ の他 の機能

①参照条文表示機能

各条文の参照条文 を表示す る機能

主要45法 令について、各条文 に参 照条文 のデー タを付加 し、 「条文表示画 面」 中

の[参 照条文]ボ タンをク リックす る ことによって、参照条文 を表 示で きるよ うに し

た。

例.

↓

民法88条

民法89条

民法350条

民法491条

↓

民法89条

然果 実ハ其元物 ヨ リ分離 スル 時二之ヲ収取 スル権利 ヲ有 スル者 二属ス

②付せ ん機能

ユーザーが頻繁 に参照す る法令や 条文にマー クを付 け、いつで もその法令や条文 を

呼び出せ るよ うにす る機 能

税理士や弁理士な ど特 定の法令 を参照す るユーザー に便利 な機 能 と して設 定 した。

また、マー ク した法令や 条文 にメモ を書 くこ とも可能 に した。

③縦書表示機 能

ユーザー は、条文の縦 書表記 に慣 れ ている と思 われ るので設 定 した。

④ アン ドゥー(や り直 し)機 能

操作 を間違 えた場合、1同 前の操作 に もどる ことができ る機能
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⑤ ロギング機能

検索経過 を表示す る機能

⑥印刷機能

⑦ダウンロー ド機能

⑧ヘルプ機能

2.4.4問 題 点

(1)(社)行 政情報 システム研 究所提供 のデー タは、憲法 ・法律 ・政令 ・勅令 の4

種類 であ り、規則 ・省令 ・条例 ・条約 等が含 まれ ていない こと

この点、同研 究所 を通 じて総務 庁に収録法令 の種類 を増やす よ うに要望 してい る

が、衆議 院規則 、参議 院規則 、刑事訴訟規則等 の重要 な規則 については 自社 入力

も検討 してい る。

(2)図 表や数式 な どを法令 の原本 どお りに再現で きなか った こと

各種税法や 、一部 の特殊 な法令の 中には、図表や数 式 な どが含 まれてい るが、こ

れ らの 図表 や数 式 な どは文 章 等のテ キ ス トデ ー タ とは異 な るデー タ形式(タ グ

等)を とってお り、 それ らを正確 に画面 に表示 しよ うとす ると、右 のデー タ形 式

を正確 に解析 し、表 示用 のプ ログラム を作成す る必 要 があ る。 しか し、それ には

膨大 な時間 と労力 がかか るため、今 回は開発 を断念 し、 タグを除いた形 で入力 状

態そ のままに画面表示 した。

なお この点、図表や数式 のデ ータを解釈す るこ とによ り、罫線や特殊記 号 を使 用

せず に表 現す る ことも可能 であ り、実際一部のデー タベー スではこの方式 を採 用

してい るが、法令 の原本 とは異 な ること、解釈 の間違 い が生 じるおそれが あ るこ

と、3800件 を超 える全法令 にっ いて この よ うな解釈 を加 えるこ とは著 しく困

難 な ことか ら、 この方式の採用 も見送った。

2.4.5今 後 の課 題

(1)法 令 の改正経過 の追従機 能 の設置

現在 、年 月 日に よる検 索は、 「公布年月 日」 「施行 年月 日」 「最終改正年月 日」

の3種 類 しかで きないが 、た とえば過去 の判例 を参照す る場合 な どは、 「何年何

月何 日に通用 していた法令」 とい う形式 で、時期 を指 定 して法令 を検 索 ・表示す
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る ことも考 え られ るので、ユー ザー側 のニー ズを調査 した うえで、 当該機 能 を設

けるか ど うかを検討す る必要が あ る。

(2)判 例デー タベー ス、 コメン トデ ータベー ス との相互参照機 能の付加

後述す る とお り、法的デー タベ ース を機 能的、効率 的に利 用 しよ うとすれ ば、

法令デ ー タベ ースだ けで な く、他 の判例 デー タベースや コメ ン トデー タベ ース を

相互 に参照 で きるよ うにす るこ とが必要 であ るが、今回 は、デー タベー スのゼ ロ

か らの構築 であ ることか ら、まず システムの安 定性 を確保 すべ きで ある との判 断

によ り、 これ らの相互参照機能 の設 置を見送 った。

そ こで、次 回以降 のバー ジ ョンア ップにおいて これ らの機 能 を設 け るか ど うか

を検討す る必要 がある。

(3)本 デー タベースは、法令 デー タ につ き年2回 のバ ー ジ ョンア ップを予 定 してい

るが、最新の法令デー タの入 手 を希望す るユーザー のた めに新規 法令 をオ ンライ

ンで提供す る必要があ るか ど うか を検討す る必要が ある。
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2.5判 例 、法令 、 コメン トデータベー スの統合一体的管理

2.5.1判 例 、法令 、コメン トの関係

法的紛 争 を最終的 に解決す る手段 としてわれわれ が利用す るのが裁判で ある。

この裁 判 とは、具体 的な争 いを解決す るためにな され る公 権的な法的判断であ る。

これ は、民事訴訟 であれ ば、具体的 な権利 義務 の争い につ き、裁判所 が 当事者 の主張

を聞いた うえで法 を適用 してな され る判 断であ り、また刑事訴訟では、犯人の行為 が、

法の定 める犯罪 にあた るか否かの判 断である。

この よ うに、裁判 は、事 実を認 定 した うえで、法 を解釈、適用 して判 断す る作用が

中心 とな る。

ところで、法は、 その性質上規定の しかたが抽象的で ある。 た とえば殺人罪の条文

は 「人 を殺 した者 は、死刑 又は無期若 しくは3年 以上の懲役 に処す る(刑 法199条)」

と定め るのみ であ り、条文 を読んだだけでは、

①生まれて くるまえの胎児 を殺害 した場合 は殺人罪 にあた るのか

②被 害者 が生 きてい るもの と思っていたが、実は行為時 には既 に死亡 していた場合 、

殺人罪 にあた るのか

③人 を脳 死状態 に した場合 、殺人罪 にあた るのか

④相 手方 が攻撃 を しか けて きたので、やむな く殺 して しまったが、それで も殺人罪

にあた るのか

等 の点 については結論 を出す ことはできない。

す なわち、具体的 な事 実に法を適用す るためには、その前提 として、事実に応 じて

法 を解釈 す る必要 がでて くるのであ り、その際のてがか りにな るのが判例 である。

た とえば上記 の例 の、 「生 きてい ると思 って人 を殺 したが、そ の時 にはす でに被 害

者 が死 亡 して いた場合 を殺 人罪に問 えるか」 とい う問題 に関 し、 「行為者 だけでな く

一般人 も被 害者 の死 亡 を知 り得ない状況 であれ ば殺 人(未 遂)に あた る」(広 島高裁

昭和36年7月10日 判決)と い う判例 があ ることが判れ ば、はた して行為時 にその

よ うな状 況 にあったか否か を認 定す るこ とによ り結論 を出す ことがで きる。

また コメ ン トは、前述 したよ うに、判 例 の内容 、論点 な どを コンパ ク トに解説 し、

判例 の解釈 の手助 け とな るものであるこ とか らも判 るとお り、判例 と密接 に結び付 き、

したが って法令 の解 釈 とも結び付 くものであ る。
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このよ うに、判例 、法令、 コメン トは、法 的判 断の分野では相 互に密接 に関連 して

い るといえ る。 そ こで、 この三者 のデー タベー スをそれぞれ どの よ うに結び付 けれ ば

有効かを検討 した。

2.5.2判 例デー タベ ース と法令 デー タベ ース

判例デー タベー ス と法令デー タベー スの統合的利用 としては、次の二つの方法が考

え られ る。

① 判例デー タベー スを利用 しなが ら、条文 を参照す る場合

② 法令デー タベー スを利用 しなが ら、判例 を参照す る場合

以下、それ ぞれ の場合 につ き検討す る。

(1)判 例デー タベー スを利用 しなが ら、条文 を参照す る場合

当社 の判例デー タベー ス 「リー ガルベ ース」では、判例 の検索 は

[検索条件入力]→[検 索]→[検 索結果一覧]→[詳 細表示]と

い う経過 を とる。 この うち法令 お よび条文が 関係す るのは、

○ 検 索条件入力画 面中の法令 ・条文入 力画面

○ 検 索結果詳細表示画面

の二つの場合があ る。

① 法令 ・条文入力画面

この画面は、 「法令 ・条文」か ら判例 を検索す る場合に、検 索キー とす る 「法

令名」 「条数」 「項数」 を入力す る画面で ある。

現在 リーガルベ ースでは、検 索条件 を入力す る際の機 能 として、 「法令名参照

機能」 を設 けている。 この機能 は、固有名 詞で ある法令名 の 中には、長 い ものや

特殊 な もの も多 く、なかなか正確 には記憶で きない にもかかわ らず 、1字 で も異

なれ ば検 索で きな くなるために、 これ を防止す るた めに付加 され た ものであ る。

この機能 を使 えば、法令名 の記憶 が不確 か であって も、その読み の先頭 の一字や、

法令名 の一部 を入力す ることに よ り、まず該 当の法令名 の一覧 が表 示 され るので、

その中か ら検 索 したい法令名 を指 定す るこ とができる。

しか し、法令 ・条文 の中で、実際 に判例 を特 定できるの は、法令名 よ りも条数

であ る。 た とえば、 「民法」では範 囲が広汎 にす ぎ、キー ワー ドとして適切で は

22



ないが、 「民法90条 【公序 良俗 】」 を指定すれ ば、判例 を特定す るこ とが でき

る。 したがって、法令名 だけの参照機 能では不十分 で あ り、条文の内容 まで参照

で きて は じめて有効 なものになる。

また、法令 ・条文に よる検索 は、 「法令名参照機 能」を使 わず に、法令 ・条文

入力欄 に直接 法令名 、条数 を入力 して行 うこともで きるので、 この画面 で も 「条

文参照機能」 を使用 で きるよ うにす るこ とが便宜 であ る。

② 検 索結 果詳 細表示画面

この画 面は、検索 した判例の結果 を出力す る画面 であ り、以下 のものが表示 さ

れ る。

○ 文献番 号

○ 事件名

○ 裁判所

○ 裁判 日付

○ 事件番 号

○ 判 示事項

○ 裁判要 旨

○ 参照条文

○ 理 由

○ 関与裁 判官

○ 参考文献

○ 判例評釈 ・関係論文

この よ うに、検 索結果詳細表示画面は、検索 した判例 の内容 その もの を参照す

る画面 で あ り、条文 の内容 を参照す る必要性の最 も高い場面で ある。

そ こで、現在 の リーガルベースでは、詳細表示画 面の右 上 に[コ メン ト]ボ タ

ンを表示 し、 コメ ン トを参照で きるよ うに してい るので、それ に並べて[条 文]

ボタ ンを表示 し、 当該 ボタ ンをク リックす ることに よ り、条文 を表示 させ る方法

が考 え られ る。
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【文献番 号】091159

【事 件 名 】住 民票記載処分取 消請 求控訴事件

【事件番号 】平成3年(行 コ)第69号

【裁判 日付 】平成7年3.月22日

【裁 判 所 】東京高等裁 判所判決/棄 却◇未確 定

【判示事項】住民票における非嫡出子の続柄欄記載の取消 しの訴えの利益

が消滅 した とされた事例

【法令条文】行政事件訴訟法9

国家賠償法1-1

住民基本台帳法7

[図2-1詳 細表 示画面 にお ける参照 ボタン]

なお 、詳細表示 画面で条文 を参照 させ るに際 し、次 の よ うな問題点 がある。

① 現在 の詳細表示 画面 中で、参 照条文 として、法令名 と条数 を表示 させて

い るが、[条 文]ボ タ ンを表示 させ る と、 同一画面上で2箇 所 に 「条文」

に関す る情報 が表示 され るこ とになるため、利用者 を混乱 させ る可能性が

あ る。

そ こで、条文 の表示方 法 を統一 し、詳細表示画 面には[条 文]ボ タンだ

けを表示す る ことと し、ボ タンをク リックす るこ とによって まず法令名 と

条数の一覧を表示 させ る。そ して、 さらにそ の中に[条 文表示]ボ タンを

設けておき、そのボタ ンをク リックす ることに よって、条文 を表示 させ る

方法が考え られ る。(次 頁図 参照)
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【文献番号】091159

【事 件 名】住民票記載処分取消請求控訴事件

【事件番号】平成3年(行 コ)第69号

【裁判 日付】平成7年3月22日

【裁 判 所】東京高等裁判所判決/棄 却◇未確定

＼

【判示事項】住民票における非嫡出子の続柄欄記載の取消 しの訴えの利益

が消滅 したとされた事例

【裁 判 官】伊藤滋,矢 崎正彦,飯 村敏彦

【出 典】判例タイムズ874号82頁

【必要全文】

↓
詳細

【文献番号】091159

【事 件 名】住民票記載処分取消請求控訴事件

【事件番号】平成3年(行 コ)第69号

コ メ ン ト

条 文

【裁判 日付】

【裁 判 所 】

【判示事項 】

【裁 判 官 】

【出 典】

【必要全 文】

条文

●住民基本台帳法7

●行政事件訴訟法9

● 日本国憲法13

● 日本国憲法14

●国家賠償法1-1

1条文表示1

[図2-2条 文表示画面(案)]
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ただ し、 この方法 も、従来表示 され ていた法令名 と条数 がそのままでは

表示 され な くなる とい う別 の問題 もあ り、 なお検討 を要す る問題 で ある。

② 判例集 の中には、行政事件裁判例集や 、労働 関係 民事裁判例集 の よ うに、

判例 自体に参 照条文 のデ ー タが付 され ていない ものがあ り、その様 な判例

について参照条文 を どの よ うに表示 させ るかが問題 となる。

この点、参照条文 のない判例につ いては、判例 を入力す るた めのイ ンデ

ックス作業の段階で、 あ らたに参 照条文 を付加す る方 法が考 え られ る。

ただ しこの方法 も、処理 に高度 の専門知識 を要す る点 、す でに入力済 の

判例について も処理 を要す る点 な どの問題 がある。

③ どこまで、条文 を表示 させ るのか。

条文の表示 は、判例 に付 されてい る参照条文 のデ ー タを基 にす るこ とが

考 え られ るが、判例 中には、それ 以外 にも法令が表示 され る場合が ある。

それ らにつ き、 どこまで法令デー タベース と対応 させ るかが問題 にな る。

た とえば、東京高裁昭和55年9月30日 判 決 ・判例 タイ ムズ429号

110頁 の判例 には、参照条文 は 「民訴法232条 」 のみ があげ られ てい

るが、判決理 由中には次 の よ うな部分 がある。

「(前 略)控 訴人は地方公務員で あ るか ら、正確 には地方公 務員 として

の給与 の請求で あ り、行政事件訴訟法第4条 の 当事者 訴訟 と して審理裁判

され るべ きものであ る。

(中略)

本件事故 に係 る訴外倉 田の加 害行 為 を理 由 として主位 的に国家賠償 法第

1条 第1項 に基づ き、予備 的に民法第715条 第1項 に基 づ き損害賠償 を

求め る請求 であるのみ な らず 、(中 略)

三 してみれば、本訴請求 を棄却 した原 判決は相 当で、本件控訴 は理 由

がない。 よつて、民事訴訟法第384条 に よ りこれ を棄却す るこ とと し、

控訴費用の負担 について 同法第95条 、第89条 を適用 して、主文の とお

り判決す る。」

この よ うに、参照条文 以外 に も

・行政事件訴訟法第4条
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一
・国家賠償 法第1条 第1項

・民法第715条 第1項

・民事訴訟法384条

・民事訴訟法95条

・民事訴訟法89条

6つ の条文 が判例 中に引用 されてい る。 これ らの条文 のすべ て を表 示 させ

る とすれ ば1条 ず つデータ化 していかなけれ ばな らない。 しか し、長 大 な

判決理 由のなかか ら引用条文 を抽 出 し、デー タ化す るのは膨大 な労力 を要

す るこ とにな り、現実的 ではない。 そこで、判例集 で参照条文 とされ てい

るもの につい ては、画面で該 当法令 ・条数 をク リックす るだけで条文 が表

示 で きるよ うにす る とともに、ただ単に法令 デー タベー スを起動す るだけ

のボ タンを表示 させ ることとし、利用者 は参照条文以外の条文 の内容 を知

りたい場合 は、そのボ タンをク リック し、法令 デー タベース を起動 した う

えであ らためて法令 を検 索す るとい う方法 で対応 す るこ とが考 え られ る。

しか しこの方法 も、同一判例 で引用 され てい なが ら、あ る法令 は ク リッ

クす るだけで簡 単に内容 を参照で きるに もかかわ らず 、別 の法令 につ いて

は法令デー タベー スにみずか ら検索条件 を入力 し、検 索 した うえで なけれ

ば表 示 され ない と うことにな り、整合性 にか け るものにな ることは否定 で

きない。

したが って、法令 デー タベ ースを起動 させ る ことに よって対応 をはか る

場合 は、簡 易な検索 を実現す るために、判例 中の法令名 、任意語 を ク リッ

クす るだけで法令デー タベ ースの検索項 目に取 り込 める よ うに してお くこ

とが必要 であ ろ う。

(2)法 令デー タベ ース を利 用 しなが ら判例 を参照す る場合

前述 した よ うに、法令 はその性 質上規 定の しかたが抽 象的 であ り、その内容 を理解

す るた めには、判例 の理解 が必須 にな る。

したがって、条文表示 画面か ら判例 を参照 できるよ うにす るこ とが必要 であ る。具

体的には、条文表示 画面 中に[判 例]ボ タ ンを表示 し、 そのボ タンをク リックす る こ

とに よ り、現在表示 され てい る条文 に関連す る判例 が参照で きる とい う構造 にな る。
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【法令名】行政事件訴訟法

第9条(原 告適格)

091160HO70413地:東 京/決 定(HO6ヨ21204)

地位保全仮 処分 申立事件

091159HO70322局:東 京/判 決(HO3行 コ69)

住 民票記載処分取消請 求控訴事件

091161HO70221最:2小/判 決(HO6行 ツ108)

[図2-3条 文表示画面 における判例一覧例]

ところで、判例 を この よ うに表示 させ ると して も、その表示 させ る判例 を特定す る

方法 が問題 である。 その方 法 として は、法令 デー タベ ースで表示 してい る法令の、法

令名 、条数で判例デー タベ ース を検索 し、得 られ た結果 を法令の関連判例 とす るこ と

が考 え られ る。 しか しこの方 法で判 例 を表示 させ ると、法令 によって は何百、何千 と

い う判例が表示 され て しま うものが ある。 た とえば、民法709条 の不法行為で は7

718件 、 自動車損害賠償保 障法3条 では2182件 の判 例が 関連判例 となる。 これ

は、法令が一般 的な内容 を もつ もので あるため、あ るいはその法令が特定 の種類 の事

件 で は必ず 引用 され るよ うな もので あるためな どの理 由に よる。

また、判例 の参照条文 として掲 げ られ ていて も、必ず しもその判例 で 当該法令 が解

釈 されてい る とは限 らず 、単にその判例 の処理 のために利 用 された にす ぎない場合 も

多い。 したが って、法令デ ー タベ ース を利用す る際に、法令 の解釈 の参考 にす るため

に判例デー タベ ースを利用す る とい う本来 の形 か らみれ ば、 このよ うな判例 はむ しろ

ノイズ に近 い もの とい える。

そ こで、これ らの判例 を選別 す る必要 があ るが、そのた めにあ らか じめ法令 の解 釈

に必要 な判例 を特 定 してお き、法令 デー タベ ースか ら検索 した場合 は これ らの判例 し

か 出力 しない よ うにす ることが考 え られ る。 しか し、 どれ が法令 の解釈 に必 要な判 例

か を特定す るのは容易 ではない。 これ は、ひ とつ にはそ の作業 が高度 に専門的な知識
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を要す る ことがあ る。 また判例の参照条文 はひ とつ の判例 に数個付加 され ている場合

が多 く、 したがって参 照条文のデー タは判例のデー タの数倍 に及 び 、それ らをひ とつ

ずつ選別す る とすれ ば膨大 な時間 と労力 を要す ることにな る。

そ こで、あ らか じめ選別 してお くことができない以上 、参照条文 か ら判例 を検索 し

た段階で、判例 を選別す る ことが考 えられ る。 そのための項 目としては フ リー キー ワ

ー ドであ る 「任 意語」 を利用す ることにな ると思われ るが、それ では法令デー タベー

ス を利用す るために判 例デー タベ ースを参照す るといいなが ら、結 局判 例デー タベー

スを法令 と、任意語 の項 目で新 たに検索 しているに等 しく、単 なる 「参照」の枠 を超

えるともい える。

この問題 の解決 は容 易ではな く、 さ らに検討 を加 える必 要があ る。

2.5.3判 例 デ ー タベ ー ス と コメ ン トデ ー タベ ー ス

コメ ン トは特 定 の 判 例 の解 説 と してつ け られ る もの で あ る。 した が っ て 、判 例 を参

照 しな が らそ の判 例 の解 説 を参 照 す る とい うの がオ ー ソ ドッ クス な利 用 方 法 とい え る。

そ こで 現 在 の 「リー ガ ル ベ ー ス 」 で は 、 コ メ ン トが参 照 で き る判 例 につ い て は 「詳

細 表 示 画 面 」 で[コ メ ン ト]の ボ タ ン を表 示 し、 当該 ボ タ ン を ク リ ックす る こ とに よ

っ て対 応 す る コメ ン トを参 照 で き る よ うに して い る。 これ は 「リー ガ ル ベ ー ス 」 か ら

「コメ ン ト」 へ の 一 方 向 の参 照 とい うこ とに な る。

【文献番号】091159

【事 件 名】住民票記載処分取消請求控訴事件

事

裁

裁

判

【

【

【

【

【裁

【出

と記 載

され 、嫡 出子 と差別 されていることは憲法13条 、14

条 、国際人権規約B規 約24条 等 に違反 す る と主張 して

母X1及 び認 知 した父X2が 市長Y1に 対 し、住 民票の

続柄欄 の記載 処分の取消 しと差別 のない住民票 の発 行(

無名抗告訴訟)と を求 め、 さらにX1、X2及 び子X3

[図2-4判 例 デ ー タベ ー ス にお け る コメ ン ト表 示 例]
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ところで、 コメ ン トは、それ を読むだけで判例 の内容 をつ かむ ことができ、判例 自

体の参照に代 える ことができ るな ど、それ 自体で有効に活用で きる もので もある。そ

こで、 コメン トデー タベー スでは、 コメン トを単独 で検 索 ・参照 できる機能 を付加す

る必要 がある。

そ こで、検索項 目について検討す ると、次 の ものがあげ られ る。

[解説 され た判例 に関す るデー タか らコメン トを検索す る項 目]

・裁判 日付

・裁判所

・事件番 号

[コ メン トの内容 か ら検 索す る項 目]

・任意語

ここで、この よ うにコメン ト自体 を単独 で検索 できるよ うに した場合 、上記 とは逆

に、検索 した コメ ン トか ら、対象 となっている判例 を参 照す る必要 がでて くる。 これ

は コメン トか ら判例へ とい う逆方 向の参照 にな る。

そ こで、 コメ ン ト参 照画面中に[判 例]ボ タ ンを設 けてお くことが必要にな る。

以上の よ うに、判例 デー タベース とコメン トデー タベースの間 は、相互 に随時往来

で きるよ うに してお く必要 があ る点で、判例 デー タベー ス と法令 デー タベー スの 間、

あ るいは後述の法令デー タベー ス とコメン トデー タベ ースの間 と異な る。

ところで、コメ ン トには、解説 の対象 となってい る判例 と同種 の判例や 、過去の判

例 の情報が含 まれ てい る場 合が ある。 これ は、 これ らの判例 を比較参 照す るこ とによ

り、論点や判例 の流れ をつかむ こ とが でき、 よ り的確 に判 例 を とらえ られ るか らで あ

る。 そ して、それ らの判例 の 中には、 コメン トが付 され てい る もの も多い。 そ こで、

コメン トを参照 した際 に、 この よ うな同種判例 の コメ ン トも同時 に参照 で きれば、 よ

り有効 にコメン トを活用 で きるよ うになる。

そ こで 「コメン ト詳 細表示画面」 中に、当該 コメ ン トで引用 され てい る判 例の うち、

コメン トを参照で きる ものを表示す るためのボ タンを設 けてお く必要が ある。
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コメ ン ト

1引用 コメ ン ト1

【コメン ト】一 本件 は、非嫡 出子が住民票の続柄欄 に 「子」 と記載 され、嫡 出

子 と差別 されてい ることは憲 法13条 、14条 、国際人権規約

○広 島高裁昭和59年9月28日 判決(判 例 タイ ムズ537号92頁)

○最高裁昭和51年4H14日 判決(判 例 タイ ムズ335号126頁)

○東京高裁 平成6年6月3日 判決(判 例 タイム ズ846号129頁)

○最高裁 昭和58年11月7日 判決(判 例タイ ムズ513号106頁)

○最高裁 昭和60年7,月14日 判決(判 例タイム ズ565号65頁)

表 不

[図2-5コ メ ン トデ ー タベ ー ス にお け る 引用 コメ ソ トー 覧例]

しか し、あ るコメ ン トか ら、そ の中に引用 され てい る他 の コメン トを参照 して も、

さらにそ の中に他 の コメン トが引用 され ている場合 も多 く、 コメン トの引用 は何 階層

に も及ぶ場合 があ る。 また、前述 した とお り、 コメン トと判例 は密接 に対応 してい る

ので、 これ らの コメン トの判例 も表示 させ るよ うにす る と、何階層 に も及ぶ コメン ト

につ きそれぞれ判例 が対応す ることにな り、その関係 は複 雑 な ものになる。

た とえば、 「広島高裁平成6年9月30日 判決」 とい う判例 お よびその コメン トを

例 に検討 してみ る。

(1)広 島高裁 平成6年9月30日 判決

[コ メン ト中に引用 され た判例 中、 コメン トの参照が 可能 な もの(以 下同 じ)]

①最 高裁 平成5年1月20日 判決(判 例 タイ ムズ806号58頁)

②最高裁 昭和63年10月21日 判決(判 例 タイ ムズ707号90頁)

③東京 高裁平成6年6月3日 判決(判 例 タイム ズ846号129頁)⇒(2)

(2)東 京高裁平成6年6月3日 判決

① 最高裁昭和51年4月14日 判決(判 例 タイム ズ335号126頁)

②最 高裁 昭和58年11月7日 判決(判 例 タイムズ513号106頁)
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③最高裁昭和60年7月17日 判 決(判 例 タイムズ565号65頁)

④最高裁 昭和63年10月21日 判決(判 例 タイ ムズ707号90頁)

⑤最高裁平成5年1月20日 判決(判 例 タイ ムズ806号58頁)⇒(3)

(3)最 高裁平成5年1.月20日 判 決

①最高裁 昭和51年4月14日 判決(判 例 タイムズ335号126頁)

②最高裁 昭和58年11月7日 判決(判 例 タイ ムズ513号106頁)

③最 高裁昭和60年7H17日 判決(判 例 タイ ムズ565号65頁)

④最高裁昭和63年10A21日 判決(判 例 タイ ムズ707号90頁)→(4)

(4)最 高裁 昭和63年10.月21日 判 決

① 東 京 高裁 昭 和62年10月22日 判 決(判 例 タ イ ム ズ650号104頁)

⇒(5)

②最 高裁 昭和51年4月14日 判 決(判 例 タイ ム ズ335号126頁)

③最 高裁 昭 和58年11.月7日 判 決(判 例 タイ ムズ513号106頁)

④ 最 高 裁 昭 和60年7.月14日 判 決(判 例 タイ ムズ565号65頁)

⑤ 最 高裁 昭 和58年4月27日 判 決(判 例 タイ ム ズ502号72頁)

(5)東 京 高裁昭和62年10月22日 判決

①東京 高裁 昭和49年4月30日 判決(判 例 タイ ムズ308号100頁)

②最 高裁昭和51年4.月14日 判決(判 例 タイ ムズ335号126頁)

③東京高裁昭和53年9.月11日 判決(判 例 タイ ムズ368号126頁)

④東京高裁 昭和53年9月13日 判決(判 例 タイ ムズ368号120頁)

⑤東京高裁 昭和55年12月23日 判決(判 例 タイ ムズ429号43頁)

⑥大阪高裁 昭和57年2月17日 判決(判 例 タイムズ463号104頁)

⑦最 高裁 昭和58年11H17日 判 決(判 例 タイムズ513号106頁)

⑧広 島高裁 昭和59年9月28日 判決(判 例 タイムズ537号94頁)

⑨東京高裁昭和59年10月19日 判決(判 例 タイムズ537号113頁)

⑩大 阪高裁昭和59年11月27日 判決(判 例 タイムズ541号101頁)

⑪最高裁昭和60年7.月17日 判決(判 例 タイムズ565号65頁)⇒(6)
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(6)最 高裁昭和60年7月17日 判決

①広島高裁昭和59年9月28日 判決(判 例 タイ ムズ537号92頁)

②東京 高裁 昭和59年10H19日 判決(判 例 タイ ムズ537号113頁)

③大阪高裁 昭和59年11月27日 判決(判 例 タイムズ541号101頁)

④ 大阪高裁 昭和59年11.月29日 判決(判 例 タイムズ541号117頁)

⑤札幌 高裁 昭和59年12月25日 判決(判 例 タイムズ544号77頁)→(7)

⑥最高裁昭和51年4月14日 判決(判 例タイ ムズ335号126頁)

(7)札 幌 高裁 昭和59年12月25日 判決

①最 高裁 昭和58年11月7日 判決(判 例 タイムズ513頁106頁)

②広 島高裁 昭和59年9月28日 判決(判 例 タイムズ537号92頁)

③大 阪高裁 昭和59年12月7日 判決(判 例 タイムズ541号99頁)

∨

この よ うに、最初 の広 島高裁 の判決 コメン ト中か ら1つ を選択 して引用 をた どった

だけで も何 階層 に も連鎖 し、 この連鎖は さらに継続 してい る。 また 、それ ぞれ の コメ

ン トには、それ に対応 す る判例 が判例 データベース に存在す るので 、何階層 に もコメ

ン トをた ど りなが ら、随時対応す る判例デー タベース と往来す る とすれ ば、その連 鎖

は さ らに複雑 にな る。

その結果 、検 索の 出発点 は どこだったのか、現在検 索の過 程で どこにい るのかな ど

が不 明にな るこ とも考 えられ 、利 便性 を追求 したが故 に、か えって使 い に くい ものに

なって しま うことも考 え られ る。

したがって、引用 コメン トをた どってい く機能は是非 とも必要 であ ると して も、 ど

の段 階まで た どれ るよ うにす るのか、判例 デー タベース との リンクは ど うす るか な ど

の点については さらに検討 を加 える必要 がある。
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2.5.4コ メ ン トデ ー タベ ー ス と法令 デ ー タベ ー ス

コメ ン トデ ー タベ ー ス と法令 デ ー タベ ー ス の 関係 につ い て は 、コ メ ン トが判 例 を解

説 した もの で あ る こ とか ら、判 例 デ ー タベ ー ス と法令 デ ー タベ ー ス に 関す る議 論 が概

ね あて は ま る。

(1)コ メ ン トデ ー タベ ー ス を利 用 しな が ら法 令 を参 照 す る場 合

コメ ン トデ ー タベ ー ス に 収 録 して い る コ メ ン トに対 応 す る判 例 に はす べ て 「参 照

条 文 」 のデ ー タが付 け られ て い るの で 、そ の法 令 ・条 文 を コメ ン トの 参 照 条 文 にす る

こ とが で き る。 した が っ て 、判 例 デ ー タベ ー ス の場 合 の よ うに 、 デ ー タ に よ って 、 参

照 条 文 の 有無 がわ か れ るな ど とい うこ とは な い 。

ま た 、 現在 コメ ン トの 詳 細 表 示 画 面 で は 、 参 照 条 文 を表 示 して い な い。 した が っ

て 、 コメ ン トデ ー タベ ー ス で は 、

[条文]ボ タ ン → 参照条文 ウイ ン ド →[条 文表示]ボ タン → 条文

とい う流れで表示 して も従来 の もの と違和感 な く整合す る。

た だ し、 この参照条文 は、判例デ ー タベ ー スの場合 と同様 、 コメ ン ト中に出現す

る法令 ・条文に100パ ーセ ン ト対応 してい るわ けではない。 したがって、デー タの

段 階で対応 させ るよ うに して処理す るのか 、あ るいは法令 デー タベー スを起動す るだ

けのボ タンを用意す る ことに よって処理す るのか、 この点は判例デー タベ ース と法令

デ ー タベースの間 にある問題 と同様 の問題 がある。

(2)法 令デー タベース を利 用 しなが らコメン トを参照す る場合

この場合 も、判例デー タベー ス と同様 、法令 データベ ースで参照 してい る法令名 ・

条数 で コメン トデー タベー スを検 索 して表示す る。 しか し、現在 コメン トデ ータベ ー

スでは、固有 のデー タ として参照条文のデー タを もってお らず、検索項 目に もなって

いないので、まず参照条文 のデータ を判例デー タベ ースか ら取 り込 んだ うえで、参照

条文 を検索 キーにす ることが必 要で ある。

なお、 コメン トデー タベー スの場 合 も、判 例デー タベース の場合 にみ られ た よ う

に、

① 条文に よっては、数 百 、数 千 とい うコメ ン トが表示 され 、条文の参考 コメン トと
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しての限界を超 える場合 がある。

② かな らず しも、条文 の解釈に必要な コメ ン トだけが表示 され るとは限 らない。

とい う問題 が発 生す る。

2.6ま とめ

判例 、法令 、 コメン トの各 デー タベー ス を統合 一体的に運用 す るこ とが 、法的デ

ー タベー スの効率 的利用 のために必要不可欠で あることは明 らかで ある。

しか し、以上検 討 した よ うに、統合 の度合 は、判例 とコメ ン トの よ うに常 に相方

向に リンク し、相互 に往 来で きるよ うにな ってい ることが必要 な もの と、デー タベ ー

ス を検索 している際に、随時必要 に応 じて他 のデー タベー スを参照 で きれ ば足 りる も

のがあ るな ど、かな らず しも一様 ではない。

また、統合 をす るた めには、 その前提 として、デー タを大幅 に整 理 ・更新す るな

ど、膨 大な時間 と労力 を要す る作 業が必要 にな る場合 があるな ど、解決 しな けれ ばな

らない問題 がい くつ も残 され てい る。

したが って、今 後 、 これ らの 問題 を解決 す るた めには どの よ うな方法 が効 率的 か

とい う点 を中心 に さらに検討 を加 える必要が ある。

また これ とは別 に、デー タベ ース の媒体 の問題 があげ られ る。現在 、CD-RO

Mで 各 デー タベー スを構 築 してい るが、容 量の 関係 で複数枚 にわた ってい る。 そのた

め、使 い勝 手の点 でかな りの制約 を受 けてい る。 この点、容 量8.5ギ ガバ イ トの次

世代光 デ ィス ク(DVD)が 利用 で きればすべてのデー タベー ス を1枚 に収納 で きる

ので、各デー タベー スの統合一体化 も 自ず か ら別 の ものにな る。

た だ し、CD-ROMが や っ と一般化 した現在 、DVDが どれ だけの速度 で一般

化す るか、現段階 で予測す るのは困難 である。

しか し、DVDに よ りデー タベー スの姿が変わ りうるのであ るか ら、今 後 それ を

に らんで対応 を考 えてお く必要 があ る。
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3.オ フ ライ ン とオ ン ライ ンの 融 合 化

3.1タ イ ムラグの存在

現在わが社で は、オ フライ ンであ るCD-ROMで 判例 デー タベース を提供 して

いる。 これは、オ フライ ンデー タベ ースで あれ ば、24時 間いつ で も、また どこで も

利用 できること、従量料金制 のオ ンライ ンと異 な り、利用 時間を気 にせず に時 間をか

けて ゆっ くりと検索で きることとい うメ リッ トがあ るか らである。

しか し、オ フライ ンであ る以上、CD-ROMの 発 売時期か らくるタイ ム ラグの

問題 が常 につ きま とう。 当社 では、営業政策上 、デ ー タベ ースの更新 を年2回 と して

いる。 したがって、タイム ラグは最 大6か 月 に及ぶ ことにな り、高度情報化社会 にお

いて、最新 の判例情報 を必要 とす るユ ーザーには大 きな障害 とな る。

そ こで今回、オ フ ライ ンデー タベ ース とオ ンライ ンデー タベ ースの融合化 を研 究

し、ある一定 の時期まで のデー タはオ フ ライ ンで提 供す る とともに、最新のデー タは

オ ンライ ンで提供す る ことによって、 このタイ ム ラグの問題 を解決 しよ うとした。

ところで、タイム ラグには2種 類 の ものが ある。前述 したCD-ROMの 発 売時

期 に よるラグ と、 もう一つは、判例集発売 まで のラグである。す なわち、わが社で は、

公刊 され る判例集 か ら判例デー タを入 力す るが 、判例 の言 い渡 し日か ら、判例集 の発

売 までの間に、すで に相 当時 日が経過 してい るた め、そ の時点 です でにタイ ム ラグが

存在 してい るこ とにな る。 この よ うに、判例集 には、い わば 「含み ラグ」 の よ うな も

のが あるため、CD-ROMの 発 売時期 との関係 で、デー タ入力 の しめき り直前 に入

手 した ものであって もタイム ラグか らは逃れ るこ とはで きず 、 しめき り直後 に入手 し

た ものにつ いてはこの 「含 み ラグ」に さらに6か 月の ラグが加 わる ことになる。

もっ とも、オ フライ ン とオ ンライ ンの融 合化 は、 もっぱ ら前者 のタイム ラグの問

題 を扱 うものであるが、 この融合化 の 目的が タイ ム ラグの解 消 にある以上、後者 の ラ

グについて もその現状 を検証 し、融合化 に よ りそ のラグを解 消で きないか を検討す る

こ とも必要 である。
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一
3.2判 例集 の発売 時期 によるタイム ラグについて

3.2.1現 状

まず 、 この判例集 の発 売時期 によるタイ ムラグが どの程度 の ものか、 はた して無

視 しうる程度 の ものなのか を検証す る。

そ こで、われ われ が裁判 に関す る情報 として最初 に知 りうるもの として、新 聞の裁

判報道 を選択 し、報道 され た裁判 がその後 どの くらいの月 日を経 て判例集 に搭載 され

たかを調査 した。 これ は、そ もそ もわれわれが裁判 に関す る事実 を知 らなけれ ば タイ

ムラグを意識 す るこ ともない と考 え られ るか らである。

調査 は、過 去の任 意 の1月 間に報道 され た裁判 の経過 を追 うとい う方法で行 った。

●調査対象年月 平成5年3A

●調査対象紙 朝 日新聞

まず、平成5年3月1か 月 間で報道 された裁判 の情報 は全部 で73件 あった。

その後、 この うち、公式判例集や判例雑誌 に搭載 され 、 リーガルベース に入力 され

たものは30件 あ り、搭 載率 は41パ ーセ ン トで あった。 これ は、報道 され た裁 判 の

中には、法的 に注 目すべ き もの と して報道 され るものだけで なく、いわ ゆる社会ネ タ、

事件ネ タと して報道 され る もの も多 く含 まれ るか らである。

そ して、 この30件 の判例 にっいて、言 い渡 しか ら判 例集発売 までの期 間を見 て

み ると、最 短で2か 月 、最長 で は13か 月、平均で7.8月 であった。 これ は、われ

われ が特 定の裁判 につ き興 味 をもって も、判例 と して接す るまで約8か 月 かか るこ と

を表 してい る。 そ して 、 これ を実際に判例 デー タベー ス と して利用で きるまでの期 間

を考 える とこれ に加 えて さらに最 大6かE要 す ることにな る。 ただ し、 これ らの裁 判

は、新聞報道 の段 階で はほ とん どが事実 を報道す る 「記事 」 として掲載 され るだけで

あ り、裁 判の詳 しい 内容 を知 ることができるものではない。

ところで 、裁判 に関す る報道 の うち、特 に重大な事件 、一般 の 関心 の高い事件 に

ついては、新 聞報道 の段 階 で 「記事」 とともに 「判 決理 由の要 旨」が報 道 され る もの

があ る。 この 「判決理 由の要 旨」 には、裁判の論点や、それ に対す る裁 判所 の判 断な

どが含 まれ てお り、 あ る程 度法的 に価値の ある報道 な って い る。す なわ ち、 これ らの

事件 につ いては、 この 「判 決理 由の要 旨」 をオ ンライ ンデー タベ ースに入 力す る こ と
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に よ り、言 い渡 しとほぼ 同時 にデー タベー スで提供 でき ることにな り、不十分なが ら

「含み ラグ」 を解 消す る ことがで きる とい うことにな る。

そ こで、 これ らの 「判決理 由の要 旨」付 きの判 例 につ いてタイム ラグを検証 して

み るこ ととした。

●調査対象期間 平成5年 、

●調査対象紙 朝 日新聞

6年 の2年 間

その結果、 この2年 間で 「判 決理 由の要 旨」が掲載 され た裁 判 は全部 で38件 あ

り、37件 が判例集 に掲載 された。

この うち、平成5年 に報道 され た もの、その掲載判例集 お よび判例集発売 までの

タイム ラグは次 の とお りで ある。

1月20日 衆議院定数訴訟

2月10日 女子高生校 門圧死事件

16日 箕面忠魂碑訴訟

19日 連合赤軍事件

25日 厚木基地訴訟

26日 国籍確認訴訟

3月'11日 大東館事件

16日 家永教科書裁判

25日 水俣病熊本訴訟

26日 三池CO中 毒訴訟

26日 信濃川 河川 敷訴訟

5月17日 共和汚職 事件

21日 ラ ップカルテル事件

6月17日 東京佐川 事件

23日 非嫡 出子訴訟

10月20日 第3次 家永訴訟

22日 県議選 定数 訴訟

最 民集47巻1号

判例 タイ ムズ815号

判例 タイ ムズ815号

掲載 な し

判例 タイ ムズ816号

判例 タイ ムズ809号

判例 タイ ムズ835号

判例 タイ ムズ816号

判 例時報1455号

判 例時報1459号

判 例 タイムズ829号

判例 時報1475号

判 例 タイムズ828号

判 例 タイ ムズ823号

家裁 月45巻6号

判 例時報1473号

最 民集47巻8号
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2.5月

4.7月

4.1月

4.8月

2.1月

12.7月

4.8月

3.2月

4.5月

9.7月

8.1月

7.4月

4.O月

3.0月

2.4月

4.3月



11月1日 榎 井村 再 審 決 定

25日 ホ テル ニ ュ ー ジ ャパ ン

26日 京 都 水 俣 病 訴 訟

12、 月6日 リクノレー ト事 件

16日 参 議 院 定 数 訴 訟

判例 時報1509号

最刑集47巻9号

判例 タイムズ838号

判例 タイムズ843号

判例 タイムズ838号

14.0月

4.4月

2.2月

6.5月

4.5月

そ して、 これに平成6年 の事件 を加 え、タイム ラグの平均 を とる と約5Aと なる。

上記平成5年 の一覧 を見 て も判 る とお り、 「判決理 由の要 旨」付 きの裁判 は著名 な

ものが多 く、それ だ け利 用者 のニー ズも高い と思われ る。 その中で、平均約5月 、最

大では14月 もの間 これ らの事件 を判例デー タベースで利 用 できないのは利 用者の便

宜 の点で問題 が ある とい える。

そ こで前述 した とお り、判例集 が公刊 され裁判の全文が手 に入 るまで のいわば 「つ

な ぎ」 と して、 この 「判決理 由の要 旨」 をオ ンライ ンで提供す ることも検討 に値す る

もの と思われ る。

ただ し、 「判決理 由の要 旨」 を提供す るに際 しては、次の よ うな問題 があ る。

まず 、 「判決理 由の要 旨」は、裁判 を言い渡 した裁判 所側 か ら提 供 され るものであ

るが、その 中には、裁判 の内容 を簡潔 にま とめたいわゆ る 「判示事項」 「裁 判要 旨」

とよばれ るものが付 され ていない。 この 「判示事項」 「裁判 要 旨」 は、検 索 した結果

か ら利用者 が真 に必 要 としてい る判例 を選別す るた めに使用す るもので あ り、 これ が

なけれ ば利 用者 はいちい ち本文 を読み下 さなければ選別 ができない こ とにな る。 そ こ

で、デー タを処理す る段 階で 「判示事項」 「裁判要 旨」 を付 ける必 要が あるが、その

作業は高度 に専 門的 な知識 を要す るもので あることか ら、その ための人材 を確保す る

必要 がある。

また 「判 決理 由の要 旨」 は、上記 の とお り、正式 は判例集 が公 刊 され るまでの 「つ

なぎ」で あ り、それ らの判例 が入手 できた段階 で差 し替 え る必 要が ある。 ところが こ

の よ うな著名 な事件 につい ては、同一 の判例 が4種 類、5種 類 の判 例集 に掲載 され る

ことも珍 しくな く、 しか もそれ らの判例集 は、判例集 としての権威 ・重要性 の別 とか

かわ りな く、いわば さみ だれ 式に公 刊 され るので、その 中か ら差 し替 えるべ き対象 の

判例集 を選別 しな けれ ばな らない。 特に、 「リーガルベ ース」で は、国が発 行す る公

式判例集 を優先 して入 力 してい るところ、通 常は民 間の判例雑誌 の方 が先 に公刊 され
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る ことか ら、従来のデー タとの整 合性 を重視 し、公式判例集優 先 の原則 を維 持す ると

すれ ば、

[判決理 由の要 旨]→[判 例雑誌 掲載判例]→[公 式判例集掲載判例]

とい う、2度 の差 し替 えを しなけれ ばな らず、その際の手 間、間違い の発生の可能

性 とい う点 もさるこ となが ら、ユーザー を混乱 させ ることにな りかね ない。

このよ うに、 「判決理 由の要 旨」の提供 にはい くつかの問題 もあるこ とを考 えれ ば、

利用者 のニー ズの点 を考慮 し、なお慎 重に検討す る必要が ある。

3.3オ フライ ンとオ ンライ ンの融合化

前述 した とお り、オ フライ ンデー タベースには、つねに タイ ムラグの 問題 が発生す

る。反面 、利用料金が定額 で、利用 時間の制限 もない。 一方オ ン ライ ンで は、 これ と

は逆 に、最新 のデー タを入手 でき るかわ りに、従量制の料金 のため、利 用料金がか さ

む。

この よ うに、両者は、相手 の欠 点が 自らの長所 に、 長 所が短所 に とい う関係 にあ

る。 そ こで、 両者 を融合化すれ ば、双方の短所 を補 った うえで長所 を活かす ことがで

きる ことにな る。

ところで、オ フライ ンとオ ンライ ンを融合化す るといって も、両者 の基 にな るデー

タが 日々更新 され 、常 に最新 の もの になってい なけれ ば、タイム ラグの解 消にはつ な

が らない。 したがって、デー タベ ースの メンテナ ンスを充実 し、デー タの 日々の更新

が可能 なよ うにす ることが、融合化 の前提 とい うこ とにな る。

す なわ ち、オ フライ ンとオ ンライ ンをデー タの側か ら見れ ば、 日々更新 され る大本

のデー タの流れが あ り、そ の流れ の中で最新 の ものを提供す るのがオ ンライ ンで あ り、

あ る特 定の時 点でデー タを切 り取 ってCD-ROM化 した もの がオ フ ライ ンデー タベ

ー ス とい うことになる。 そ して、オ フライ ンのバー ジ ョンア ップ も、そのた めの特別

な処理 を行 うとい うよ りは、バー ジ ョンア ップ時期 を定 め、そ の時点で基デー タを取

り出 してCD-ROM化 す る とい う処理 を行 うにす ぎない とい うことにな る。

ところで、現在 の リーガルベー スでは、更新が最大 ほぼ1週 間に1回 しか行 えない

よ うな構造 になってい る。 そ こで 、まず 、融合 化の前提 と して リーガルベー スのデ ー
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タ構 造 を見直 し、 日々更新 が可能 になるよ うにす るこ ととした。

3.4デ ータメイ ンテナ ンス構造 の検討

リーガルベースでは、現在 、デー タの管理 はテ キス トデー タでお こなってい る。 そ

のため、デー タを追加 す る場合 は もちろん修 正す る場合 で も、一度テ キス トデー タの

段階 まで戻 って修正 をお こない、再度マー ジ して元 フ ァイル をつ くった うえで さらに

各 中間フ ァイル に分割 し、CD-ROM用 の ファイル にす る とい う処理 が必要 であっ

た。 その ため、全体 と して約1週 間の期 間が必要 とな り、更新 のサイ クルが この期 間

に制 限 され ることにな っていた。

そ こで今 回、融合化 をお こな うにあた り、修正等 を中間管理デー タで直接お こなえ

るよ うに し、従来6日 程度 その処理 に要 していた元 ファイル か ら中間 ファイルへの分

割 の工程 をな くす こ ととした。 その結果 、それ までは1週 間かかっていた追加 ・修 正

の期 間が1日 で終 了す るよ うになった。

また これ と平行 して、NetWareに よるLANシ ステム を構 築 し、同時 に複数

の端末か ら修正がお こなえる よ うに し、作業の能率化 をはか った。

この結果 、融合化 の前提 である、基デー タの 日々更新 とい う目的が ほぼ達成 され た。

3.5融 合化 の方 法

3.5.1JLIC提 供方式(そ の1)

当社(以 下 「JLIC」 とい う。)に サーバ を置 き、前 回のCD-ROM発 売以後

のデ ータ をオ ンライ ンで提供す る。 ユー ザー は、以前 のデー タをCD-ROMで 検 索

し、最新 のデー タはオ ンライ ンに よ り検索す る とい う方法。

その際、ユーザー側 で あ らか じめ環境 を設定 してお けば、ユーザー は、検 索項 目を

入力 し、検索 ボタ ンをク リックす るだけで、検索 ソフ トの方 でCD-ROMと オ ンラ

イ ンを検 索 し、両者 の結果 をマー ジ して 出力す るもの とす る。す なわ ち、ユーザー と

しては、従来 の検 索方 式 と同様の操作 をお こな うだ けで、 自動 的にCD-ROMと オ

ンライ ンの検 索がで きる ことにな り、最新 の判例 まで入手 でき るこ とにな る。

この間を流れ を表 す と次の よ うにな る。
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【ユ ー ザ ー 】 【サ ー バ 】

(1)デ ー タ入 力

↓
(2)デ ータ検索

①CD-ROM検 索

②CD-ROM結 果保 存

③オ ンライン検 索デ ータ作成

④オ ンライン検索 一ーーー 一 口ー ーー一 →(1)接 続

(2)検 索 キー解読

⑤回答待 ち(3)デ ー タ検 索

⑥ 回答受信 ぐ一ーー ー ーーーーーーー一(4)検 索結果送信

(5)接 続解 除

⑦CD-ROM検 索結果

オ ンライン検索結果

のマージ処理

↓
(3)検 索結果 の表示

ここで本方式のメ リソ ト、デメ リッ トをま とめ る。

[メ リッ ト]

① この方式 で検索す る と、検 索 ソフ トの方で必ずオ ンライ ンを検 索にい くので、ユ

ーザーは従来 と同様 の操 作で常 に最新 の判例 まで入手で きることにな り
、オ フラ

イ ンとオンライ ンの融合化 とい う目的に最 も近い ものにな る。

② オ フライ ンで検 索 したデー タ とオ ンライ ンで検 索 したデ ー タの形 式 がいずれ も

JLIC形 式なので、デー タのマー ジ等 がお こな える。

③JLICの 基デー タだけを基 準に運用す るの で、そのデー タを更新す るだけでオ

フライ ン、オ ンライ ンの双方 に対応 でき る。

④ 一度 システ ムを構 築すれ ば他 の方式 に応 用す るな ど、あ る程度汎用性 があ る。
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[デ メ リッ ト]

①サーバ 管理 プ ログラムの開発等、初期 投資に要す る費用が大 きい。

② サーバ を常 に稼動 させ なけれ ばな らず 、そのた めの保 守 ・管理が必要 になる。

③ ア クセ スポイ ン トが ないので、地方 のユーザーに とり通話料 の負 担が大 きくな る。

∂

3.5.2商 用 ネ ッ トワー ク方 式(そ の1)

NIFTY-Serve等 の 民 間 のネ ッ トワー クを利 用 して 、最 新 判 例 のデ ー タ を

送 信 す る方 式 。 ユ ー ザ ー は 、 「旧」判 例 に っ い て はCD-ROMで 参 照 し、 新 判 例 は

ネ ッ トワー ク を利 用 して参 照す る。

この方 式 をNIFTY-Serveを 例 に検 討 す る。

この シス テ ムは 、JLICが 主 催 し、 リー ガル ベ ー ス の利 用者 を前 提 に運 営 す るの

で 、CUG(ClosedUserGroup)で 構 築 す る。

判 例 の デ ー タ は 、CUGの メ ニ ュー の ひ とつ で あ る 「デ ー タ ラ イ ブ ラ リー 」 で提

供 す る。 「デ ー タ ライ ブ ラ リー 」 とは 、 デ ー タ を蓄 え て あ る ライ ブ ラ リー を利 用 者 が

あ らか じめ設 定 され た検 索 キ ー を利 用 して検 索 す る もの で あ る。

た だ し、 この ライ ブ ラ リー に は次 の よ うな 制 限 が あ る。

① ライ ブ ラ リー の 数 は 、10個 ま で を原 則 と し、最 大 で も20個 ま で しか 設 定 で き

な い

②1つ の ライ ブ ラ リー に は512個 ま でデ ー タ を登 録 で き る

した が っ て 、デ ー タ は 、通 常 で は5120個 まで 、最 大 で も10240個 ま で し

か 登録 で きな い

③1つ の デ ー タ につ け られ る検 索 キー は5個 ま で で 、1個 の キー ワー ドは最 大 全 角

10文 字

④1デ ー タの容 量 は2メ ガ バ イ トま で

そ こで検討す るに、本 システ ムで提供す るのは、CD-ROMの 提 供か ら次回のC

D-ROMの 提供 までの間のデ ー タであ るが、 この間の判例 の件 数 は通 常1400か

ら1500件 程度 であ るので、 ライブ ラ リーの数 による制限は受 けない。

また、判例 のデー タの容量 は最 大で も1件1メ ガバイ ト以下で あるので、容 量に よ

る制限 も受 けない。
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ただ し、検 索キー が最大5個 まで しか付 け られず、文字数 も10文 字まで と制 限 さ

れ ている点は障害 とな りうる。 す なわち、簡単 なデー タをライ ブラ リー で提供す るの

であれば この程度 のキー ワー ドで特定 できるが、判例 を特定で きるか は検討す る必要

が ある。

まず特定の判例 を検索す るためのキー として最低限 「裁判 日付」 と 「裁判所 」を付

す る必要が ある。その結果 、判例 を内容 か ら検 索す る任意語(フ リー キー ワー ド)は

最大3個 まで しかつ け られ ない ことにな る。 これ は、10文 字 以内の3個 の キー ワー

ドで判例 を特定 しなけれ ばな らない ことを意 味す るが、複雑 な判例 の内容 を3個 の キ

ー ワー ドで的確 に分類す るの は難 しい点 もあ り
、ある程度大 きな グル ープに しか しぼ

りこめない ことも考え られ 、最終的 にはそのグルー プの中か ら実際に内容 を確認 して

選択す ることになる と思われ る。

また、システムの構築費用 は次の とお りであ る。

①初期開設料

②データ ライブ ラリー 開設料

③ID番 号料

以上は初期費用 、以下 の ものは月額

④サー ビス管理料

⑤データライ ブラ リー管理料

⑥ID番 号管理料

300,000円

100,000円

100,000円

100,000円

30,000円

30,000円

これ を ま とめ る と、初 期 費用 と して500,000円 、デ ー タ管 理 料 と して月 額1

60,000円 、年 額 で1,920,000円 か か る こ とに な る。

以 上 の こ とを前 提 に、 次 に本 方 式 の メ リ ッ ト、デ メ リ ッ トを あ げ る。

[メ リ ッ ト]

① 初 期 投 資 の 額 が 前 記JLIC方 式(そ の1)に 比 較 し少 ない

② 専用 のIDが 発 行 され るの で 、 セ キ ュ リテ ィが は かれ る

③ ア クセ ス ポ イ ン トが あ るの で 、 通 話 料 が低 額 です む

④JLIC側 で シス テ ムの メイ ンテ ナ ン ス を考 え る必 要 が な い
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[デ メ リッ ト]

①検索の方式が、オ フライ ン とオンライ ンで全 く異 なるので、1回 の操作 で両者 を

検 索す る ことが できない。 どち らかのシステムで検索 し、検索結果 をダ ウンロー

ドしてか ら、別個 の検索 として他方 のシステムを検索す るこ とになる。 したが っ

て、 「融合化」のイ メー ジか らはずれ ることになる。

②オ ンライ ンで検 索 した結果 は、ひ とつずつ独立 した単 なるテ キス トデー タのため、

そのままではCD-ROMか ら検索 した結果 とマv-一一・一ジす るこ とが できない。た と

えばオ ンライ ンのデー タをCD-ROMの データ と年月 日で ソー トして表示 しよ

うとしても、その よ うなデー タをもっていないためソー トす るこ とがで きない。

またマ ージ しよ うとすれ ば検 索 したデー タにあ らたに検 索 キー を付 さな けれ

ばな らないが、その よ うなシステ ムを構 築す るにはかな りの時間 と費用 が必要 に

な る。

この よ うに、本方式 ではデー タを機 能的 に表示 ・利 用す るこ とができず 、この

点で も 「融合化 」の 目的か ら離れ ることになる。

③ キー ワー ドの数お よび文字数 が限定 されてい るため、適切 に分類す る ことがで き

ない判例 が生 じる可能性 が高い。

④初期投資は低いが、ラ ンニン グコス トがかかるため、数年 で上記 の独 自方式 とか

わ らな くなる。 た とえば、独 自方式の開発 に500万 円かか った として も、2年

余で費用 の差 はな くな る。 また、マージ用 のシステムを開発 す る とすれ ば、結局

独 自方式 とかわ らない費用 がかか ることになる。

⑤商用ネ ッ トワー ク用のデー タを、 リーガルベースのデー タ とは別 に作成す る必要

があ り、更新デー タの構築 が2本 立 てになる。

3.5.3JLIC提 供 方 式(そ の2)

最 新 判 例 のデ ー タ をJLICか らユ ー ザ ー の ハー ドデ ィス ク に転 送 し、ユ ー ザ ー は

ハ ー ドデ ィス ク とCD-ROMで 検 索 をす る方 式

検 索 は ユ ー ザ ー 側 のパ ソ コン だ け で お こな い 、検 索 のつ どサ ー バ に ア クセ スす る も

ので は ない 。

サ ー バ 、ユ ー ザー 間 で は 、定 期 的 にサ ー バ か らユ ー ザー のパ ソ コ ン に最 新 デ ー タが

送信 され る だ け とい う一 方 向 の 関係 にな る。
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(1)デ ー タ転 送 サ ーバ 用 プ ロ グ ラム

・サー バ 用 の ソフ トは
、PC-98、DOS/V機 とす る。

・今 回 の 開発 で は専 用 回線 の 対応 は お こな わ ず
、公 衆 回線 の み とす る。

・転 送 サー バ の増 設 を可 能 な よ うに す る
。

・ユ ーザ ーIDの チ ェ ック を お こな うが
、パ ス ワー ドは設 定 しな い。

・顧 客 リス トに従 い順 次転 送 をお こな う
。

・転 送 は、 時 間 をお い て複 数 回 リ トライす る。

・転 送 で きな か っ た顧 客 の リス トを 出力 す る
。

最新データ

①②③ ・・の順に転送 を行 う

[図3-1JLIC提 供 方 式(そ の2)の シ ス テ ム構 成 イ メ ー ジ]
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(2)ユ ー ザ ー 管 理

囲

・ユ ー ザ ーIDの 開 始番 号 を入 力 す る
。

・先 頭 か ら1000件 の表 示 を行 う
。

新 しく追加 を行い ます。

D

称

所

-

名

住

TEL

[XXXXX]

[XXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX]

固 現在 のカー ソル行 を修正 します。

登録 します。

よろ しいですか?

はい/い い え

国 現在のか ソル行を削除し就

園 全員の一覧を印刷し就

回 全員の一覧を抽出し就

[図3-2JLIC提 供 方 式(そ の2)の ユ ー ザ ー 管 理]
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(3)メ ッセ ー ジ管 理

① メ ッセー ジデ ー タ管 理

・メ ッセ ー ジ毎 にユ ー ザ ー 情 報(送 信 未 ・済)を 持 つ
。

・ユー ザ ー か らの メ ッセ ー ジ保 管
。

A)JLICか らの メ ッセ ー ジ(JLIC-〉 全 ユ ー ザ ー)

B)JLICへ の メ ッセ ー ジ(ユ ー ザ ー 一>JLIC)

C)全 ユ ー ザ ーへ の メ ッセ ー ジ(ユ ー ザ ー 一>JLIC・ 全 ユ ー ザー

② メ ッセー ジの送受信

・回線 管理 サーバ とは別 のフ ァイルサーバにつなが ってい るク ライア ン トで利

用す る。

1.ユ ー ザ ー メ ッセ ー ジの確 認A

2.ユ ー ザ ー メ ッセ ー ジ の確 認B

3.送 信文確認

4.送 信文確 定

〉

璽

表

示

い

吋

ひ

ザ

H

≡

J

全

(

(

V

ファイル名

ファイル削除 す る/し ない

内容表示
〉

[図3-3JLIC提 供 方 式(そ の2)の メ ッセ ー ジ]
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(4)ユ ー ザ ー プ ロ グ ラ ム

・検 索 プ ログ ラ ム はWINDOWSVer3 .1以 上 に対 応 す る。

・ハ ー ドデ ィス ク ・拡 張 メモ リ(8Mb)が 装備 され て い る機 器 を対 象 とす る
。

・従 来 のCD-ROM(リ ー ガ ルベ ー ス)の 検 索 も可 能 とす る
。

・現行 の検 索機 能 は全 て保 有 す る
。

・自動 イ ンス トー ル が 可 能 な もの とす る
。

(5)検 索データの形式変更

・表示デー タの圧縮 をお こない
、CD-ROMの 容 量をあける。

・現在 、処理 に時 間 を要す るので、法令名 称テ ーブル の ソー トをデー タ側 でお こ

な う。

・ハー ドデ ィス ク とCD-ROM両 方 の検 索 をお こな えるよ うにデ ー タ形式 を変

更す る。

(6)転 送デー タの保存形式

サーバ か ら転送 された最新判例 のデー タの保 存は、次 の(A)、(B)の うちのい

ずれ かの方式 に よ りお こな う。

(A)転 送デー タだ けでな く、既存 のCD-ROMの デー タ もハー ドデ ィス クに保

管す る方 式

サーバ か らデー タが転送 され た段階 で、CD-ROMの デー タと合わせ て、ハ

ー ドデ ィス ク内 に最新 の検 索デー タを作成 す る
。

検索 は、全 て このハ ー ドデ ィスク内の最新検 索デー タでお こな う。

(B)転 送 デー タだ けをハー ドデ ィス クに保管す る方式

単一 の最新検 索デー タの作成 はお こなわない。

検索 は、旧デー タにつ いてはCD-ROM、 最新デー タについて はハー ドデ ィ

ス クでお こない、両者 の検 索結果 をマー ジ して表示す る。
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データ

サーバ

転送 データ

データ転送時 に最新検索データを作成

CD-ROM転 送データ

ザ ◎ 目

＼/
目

ユーザ …'… レ 最新検索 データ

[図3-4(A)案 イ メ ー ジ図]

転送データ

CD-ROM転 送 デ一夕

ア

CD-ROMと ハー ドディスク

ユーザー の両方を検索

転送データ

[図3-5(B)案 イ1一 ジ 図]
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この よ うに、本方 式は最新デー タをサーバ か ら送信 し、従 来のCD-ROMの デ ー

タ と合わせて検 索す る点 で、オフ ライン とオ ンライ ンの融合化 のひ とつ といえるが、

常 にオ ンライ ンを検 索す るものではない点 でrJLIC方 式(そ の1)」 と異 なる。

以下、本方式の方式 のメ リッ ト、デ メ リッ トについて検討す る。

[メ リッ ト]

①新判例 のデ ー タをサーバ か ら一方 的に送信す るだけの システ ムなので、JLI

C方 式(そ の1)よ り簡単 であ り、構築費用がそれ程 かか らない。

・②デー タの形 式が 同 じなので、新 ・旧判例 を自由に表示、編集 でき る。

③オ フライ ン、オ ンライ ン とも、 同一 のデータに基づ くので、基デ ー タの更新 ・

管理が容易 である。

④ 更新 デー タの提 供 は、無料 でお こな うことを予定 してい る ところ、JLICか

らユーザー にアクセ ス して送信す る方式 にすれ ば、通信料 を含 めユー ザー に費用

の負担 をか けるこ とが ない。

[デ メ リッ ト]

①新判例 のデ ー タは、JLICか ら送信 したもの にも とつ くので、常 に最新 判例

とはい えない。

送信 サイ クルの間 は、前回送信分のデー タが最新判例 のデー タになる。

②オ ンライ ン とCD-ROMの デー タ を同時に検 索にい くのではな く、新判例 の

検索 はあ くまでユー ザー側 のハ ー ドデ ィスクでお こな うので、ユーザーがハー ド

デ ィス クのデー タを更新 しなけれ ば、1世 代前の 「新」判例 の検 索にな る。

ただ しこの 点は、JLICか ら定期 的にデータを送信 す る よ うにすれ ば解 決で

きる。なお その際 も、ユ…一ーーザーがJLICか らの送信前 に最新 デー タを希望す る

ことも考 え られ るので、ユー ザー か ら最新デー タを請 求でき るよ うに してお くこ

とも必要 であ る。

次に、上記 転送デー タ保存形式 の(A)お よび(B)に ついて、 メ リッ ト、デ メ リ

ッ トを検討す る。

[A方 式の メ リッ ト]

① 新デー タ、 旧デー タともハー ドデ ィス クのみか ら検 索す るの で、検 索速度 が速

い 。
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② デー タ転送時 に最新検 索データ を作成 し、検 索はそのデー タ を対象 にす るので

表示時 のデー タのマー ジが不要で ある。

[A方 式のデ メ リッ ト]

①CD-ROMの デ ー タもハー ドデ ィス クに とりこむ ので、ハー ドデ ィス クに最

大640メ ガバイ ト程度 のあき容量 が必要 になる。

[B方 式の メ リッ ト]

①A方 式 よ り遅 い ものの、検索 の際 にサーバ と交信 を しないの で、検索が速い。

②ハー ドデ ィス クに保 存す るのは最新 判例分 のみのた め、ハー ドデ ィス クに最大

50メ ガバ イ ト程度 のあき容量 があれ ばた りる。

[B方 式のデ メ リッ ト]

①検索 をCD-ROMと ハー ドデ ィス クの双方 でお こな うので、やや遅 くな る。

②CD-ROMか ら検 索 したデ ー タ と、ハ ー ドデ ィスクか ら検索 したデー タをマ

ー ジす る必要が あるので、その間の処理時間がかか る。

3.5.4商 用ネ ッ トワー ク方式(そ の2)

リー ガルベースの形 式 で構築 した最新判 例のデー タを圧 縮 し、その圧縮 したデー タ

を商用のネ ッ トワー クを利用 してユーザー に送信す る方式。

ユーザーは、そ のデー タをパ ソコンに取 り込んだ うえで解凍 し、CD-ROMの デ

ー タと合 わせ て検索す る
。

商用ネ ッ トワー ク方式(そ の1)で は、商用ネ ッ トワー クで新判例 のデー タ 自体 を

流 し、ユーザー はその判例 データを直接検 索 にい くが、 この方式ではネ ッ トワー クを

通 じて流 され るのは、新判例 のデー タ を圧 縮 したものであ り、それ 自体 を検索 の対象

とす る ものではない。

[メ リッ ト]

① 商用ネ ッ トワー ク を利 用す るので、 システ ム構 築 のための初期費用 が少 な くて

済む。

②送信 され るデー タの形 式は リーーーガルベ ー スの ものなので、(そ の1)と 異 な り

検索結果 をマー ジす ることができ る。
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[デ メ リッ ト]

① 本 方 式 と対 応 す る 「JLIC方 式(そ の2)」 の構 築 費 用 が 、 それ 程 高 額 に も

な らな い と思 われ る こ とを考 えれ ば 、ラ ンニ ン グ コス ト(詳 細 は前 記 「商 用 ネ ッ

トワ・一一一・"ク方 式(そ の1)」 参 照)の 方 が 、す ぐに上 回 る こ とに な りかね ない 。

3.6各 方式 の検討

以上検討 した各方式 は、大 き くわ けて 「最新判例 の検索 をオ ンライ ンでお こな う方

式」 と 「オ ンライ ンは新判例 のデータ を送信 するだ けで、検 索はオ フライ ンでお こな

う方 式」の2っ にわけ られ る。

この うち、前者 は、検索時 に必ずオ ンライ ンにアクセ スす るた め、常に最新判例が

入 手で きる。 したが って、 タイ ムラグの解 消を 目的 とす るオ フライ ン とオン ライ ンの

融合化 とい う課題 に最 も適合す る もの といえる。 しか し、それぞれ検討 した とお り、

システ ムの構築費用や 、ランニ ング コス トな どの負担 が大 きい。

これ に対 し、後者 の方式で は、常 に最新判例 を検索す るものでは ない点で、前者 に

比較 して 「融合化」の 目的か ら一歩後退す るもの といえ る。 しか しこの点 は、JLI

Cか らの送信頻度 を週1回 ない し2回 とすれば、最大 で も7日 サイ クルでデー タが更

新 され るこ とにな り、 この程度 の タイム ラグであれ ば、それ程 の障害 にはな らない と

考 え られ 、 タイム ラグの解消 とい う目的 も十分 に達成 できる と考 え られ る。 しか も後

者 の方式 には、構 築費 用の負担 が前者 に比べて少ない とい う大 きなメ リッ トが ある。

ただ し、後者 の方 式の うち、商用ネ ッ トワー クを利 用す る ものは、 ランニ ングコス ト

がかか るこ とを考 えれ ば、負担 は必ず しも少 ない とはいえない。

結局 、タイムラグの解 消 とい う目的の達成度合いお よびそのための構築費用 とい う

「費 用対効果」 の点か ら判 断 して、JLIC方 式(そ の2)を 中心 に さらに検討 を加

える ことが適 当であ ると判 断 した。

そ こで、社 内のLANを 利 用 して、同時に2台 のパ ソコンで リー ガルベ ース を検索

す るシステム を構 築 した。そ して、 この システムで、一方 に 旧デ ー タ、他方 に新 デー

タを置 いて両者 を検 索 し、検索結果 をマー ジ して表示す ることがで きるか 、またその

た めに要す る時 間は どれ ぐらいにな るか とい う実験 をお こなった。

その結果 、検索結果 は最大 で も数秒 で表示 され ることがわか り、マー ジに要す る時

間は障害には な らない とい う結果 を得 た。
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HO70717地:名 古屋/判 決(HO5ワ3175)

損害金並びに貸付金の返還請求事件

HO70712地:東 京/判 決(HO6レ71)

賃金請求控訴事件

HO70628最:2小/決 定(HO6し173)

訴訟終了宣言決定 に対す る異議 申立て棄却決定 に対す る特別抗告事件

HO70623最:2小/判 決(HO6オ1835)

建物根抵当権設定登記抹消登記請求事件

HO70620地:東 京,八 王子/判 決(HO6わ170)

暴力行為等処罰 に関す る法律違反、傷害被告事件[調 布駅前傷害事件]

HO70608地:東 京/判 決(HO6ワ10424)

損害賠償(株 主代表訴訟)請 求事件[三 井物産株主代表訴訟事件判決]

注.新 データ:文 献番号がAの もの 旧データ:文 献番号がBの もの

[図3-6オ ン ライ ンテ ス トプ ロ グ ラム 検 索 結 果 一 覧 画 面]

[オ ン ライ ンテ ス トプ ロ グ ラム動 作 環境]

フ ァイル 管 理 サ ー バ

サ ーバ 機FM-V560DE

OSNETWAREVer3.1

検 索 プ ロ グ ラム

動 作機 種PC98、DOS/V

OSMS-DOS、MS-DOS/V

・検 索 を 、CD-ROMで お こな っ た後 、 サ ー バ 内 の最 新 デ ー タ の検 索 を お こ

な う
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・デ ー タ表 示

1.旧 デ ー タはCD-ROM内 の デ ー タ を表 示 す る

2.新 デ ー タ は サ ーバ 内 のデ ー タ を表 示 す る

3.新 デ ー タの 文 献番 号 は 「A」 で 表 示 し、 旧デ ー タの 文 献 番 号 は 「B」

で 表 示 す る こ と と し、画 面 上 区別 をつ け られ る よ うにす る

ユ ー

パ ソコ ン
○

CD-ROM

デ ータ検索

1.旧 デ ー タ検 索(CD-ROM)

2.新 デ ー タ検 索(サ ーバ)

3.1.の 結果 と2.の 結 果 を マー ジ

デ ー タ表示

旧デ ー タCD-ROMか ら表示

新 デ ータ サ ーバ か ら表 示

[図3-7オ ン ライ ンテ ス トプ ロ グ ラム イ メ ー ジ図]
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4.お わ りに

以上 、法的デー タベ ース をよ り機 能的 、効率的に利用で きるよ うに し、真の法的デ

ー タベ ース と呼べ るものにす るために
、 「多分 野データベ ースの統 合一体的管理」 と

「オ フ ・オ ンライ ンの融合化」 とい う2点 にっ いて調査、研 究 をお こなった。

まず 「多分野デー タベース の統合 一体的管理」については、未構 築の法令 データベ

ースの開発お よび多分野デー タベ ー スの統合一体的運用 にっい て調査
、研究 をお こな

ったが、前者 の法令デー タベー スの開発作業 に予想以上の時間がか か り、後者 の研 究

が必ず しも十分であった とはいえない面が ある。

今後 も、判例デー タベースで ある 「リーガルベ ース」 、コメ ン トデー タベ ースに今

回完成 した法令デー タベース を加 え、実際 に リンクづけの実験 をお こないなが ら引き

続 き調査、研 究を続 ける予定 である。

また 「オ フ ・オ ンライ ンの融合化 」につ いては、オ フ ライ ンデー タベー スの宿命 で

あるタイム ラグの解 消 とい う目的の ために研 究をお こない、各種方 式の考案、比較 を

お こなって、一応 の成果 を見た とい え る。

融合化 を実現 し、オ フライ ン とオ ンライ ンの長所 を活 か したデー タベー スシステ ム

を構築す ることは、デー タベ ース全体 の発展 に大 き く貢献す るもの と思われ るので、

今後は、本調査 、研究 の結果 に、近時爆発 的な拡が りを見せ てい るイ ンターネ ッ トを

利 用す るシステ ムの構 築 を加 え、 さ らに調査 、研 究 を重ねてい く予定 である。
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